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͓٬༷にͬͯ い͖ͨͩͨいओͳۚ༥取引ϧʔϧ

̍� 適合ੑݪଇの遵守義
金融商品取引業者は、お客様の知識・投資経ݧ・財産の状況・投資目的等を勘案し、その意向や実情に適合した
。༠を行う義務がありますק

̎� ݟ書の交付義ͱॏཁ事項のઆ໌義
金融商品取引業者は有価証券を販売するにあたり、お客様にあらかじめ目論見書を交付する義務があります。また、
法令等に基づく重要事項のઆ明義務がありますので金融商品をご購入の際は、リεΫ・ίεト等のઆ明を受けてく
ださい。

̏� Ծ名取引のې止
Ո名義あるいは他人名義等ご本人以外の名義を使用して行う取引はې止されています。

̐� ϚωーɾϩーϯμϦϯά、ςϩࢿ金供༩の止
不公正な手ஈで手に入れた資金を、公正に得た資金に見せかけるために金融商品取引を利用することはې止され
ています。当社は、ٙわしい取引についてはお客様に知らせないで当局等に報告する義務を負っています。

̑� ଛӹ共通の約ଋによるק༠等のې止
金融商品取引業者の役৬員は、有価証券の売買等について、お客様と損益を共にすることを約ଋしてק༠し又は
実行することはې止されています。

̒� அఆతஅの提供によるק༠のې止
金融商品取引業者の役৬員は、結果的に的中するか൱かに関係なく、金融商品の価֨等の不確実な事項について
断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることをお客様に告げてק༠することはې止され
ています。

̓� Ұצఆ取引のې止
担当者に任せて行う取引は、ې止されています。売買の別・銘柄・数量等お客様ご自のご判断により決定して
ください。

̔� 事ޙঝ取引のې止
お客様の事前の同意を得ずに、有価証券の売買等を行うことは結果的にお客様に利益をもたらしたとしても、ې
止されています。ただし、ྦྷੵ投資契約を締結してຖ月一定額を購入する定時定額取引や分配金の࠶投資をする
ことは事前にお客様の同意を得て行う取引として、無断売買には該当しないものとなっています。

̕� ճస売買のې止ɾק༠時のઆ໌義
営業員主導で期売買を܁り返すことは、経済的合理性のない取引としてې止されています。また、保有する投
資信託を解約して他の投資信託を購入することをηットでק༠する場合は、一定の手続きが義務づけられていま
す（̢̧̛を除く）。

10� ଛࣦิͯΜ、利ӹ提供のې止
お客様が有価証券売買取引等にいඃった損失に対してิてんすることや利益提供することはې止されていま
す。ただし、金融商品取引業者の責に帰すべき事由により発生したお客様の損失については、法定の証券事ނ手
続きにより、当局の承認を得た後に損失ิてんすることとなります。

以上
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͓٬༷にͬͯ い͖ͨͩͨい取引্のཹҙ
̍�金融商品取引には、ΫーリングΦフ制度がなく（金融商品取引法ࢪ行令第 16 条の 3 第 1 項に定める取引を除き

ます。）、お客様のご購入またはご解約のお申込みͻとつͻとつが、ご契約となりますのでお取消ができません。
お間違いのないようे分ご確認のうえ、お申込みください。

̎�口座開設にあたっては本取引約款・規定集をお受取りのうえ、当社所定の方法で申込んでいただきます。
̏�当社は、口座管理料として年間 5500 円（税込）をいただいております。（ただし、預金口座振替によるお支払

の場合は 4400 円（税込）となります。なお、お客様の取引及び残高が当社の定める基準を満たす場合は口座管
理料を免除する場合があります。）

̐�お客様からのご購入申込書とお買付け金額相当額のご入金が確認できた後、ご注文としてのお取扱いとなります。
̑�投資信託のご購入・ご解約等にかかる資金決済は全て銀行振込にて行っております。（銀行振込方式）振込み手続

きはお客様ご自にて行い、当社社員または̛̞̖（ಠ立ܥファイφンγϟϧ・Ξドバイβー）との現金のやり
とりは行わないでください。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。

̒�お客様の受益証券及び受益権は全て保ޢ預りでご͟いますが、取引残高報告書方式をとらせていただいております。
̓�取引残高報告書は、お手ݩに届いてから 15 日以内に異議のお申出がない場合は、ご承認いただいたものとなり

ますので、必ず内容をご確認ください。
̔�当社へのお合せは、原則として̛̞̖（ಠ立ܥファイφンγϟϧ・Ξドバイβー）を通じて行ってください。
̕�当社は株式・債券等の券面をお預りするαーϏεは、特別な場合を除いて、提供しておりません。

以上

ॏཁ߲ࣄの͝આ໌にͭいͯ
このごઆ明は、当社で取扱っております投資信託のリεΫ等を重要事項として、お客様にઆ明し、ご理解いただく

ことを目的として作成しております。
આ明内容がご不明の場合には、その都度おਘͶください。

投資信託は、その投資対や投資方がଟ種ଟ様であることから、以下の区分に基づいて、投資信託に関する重要事
項をごઆ明させていただきますが、お取引はお客様の判断と責任において行っていただきますようおئいします。

̍� 国株ࣜத৺にࢿするࢿ৴託
主に国内株式を投資対としています。入れた株式の株価の下མや、入れた株式の発行会社の経営・財務状
況のѱ化やそれらに関する外部ධ価の変化等のӨڹにより、投資信託の基準価額が下མし、投資ݩ本を割り込む
ことがあります。

̎� 外国株ࣜத৺にࢿするࢿ৴託
主に外国株式を投資対としていますので、上記 1 にՃえ、為替の変動により、投資信託の基準価額が下མし、
投資ݩ本を割り込むことがあります。

̏� 国࠴券த৺にࢿするࢿ৴託（外貨࢈ࢿͯݐ株ࣜ等にはࢿしないの）
主に国内債券（円貨ݐて）を投資対とします。金利変動等による入れた債券の価֨下མや、入れた債券の
発行ମの経営・財務状況のѱ化やそれらに関する外部ධ価の変化等のӨڹにより、投資信託の基準価額が下མし、
投資ݩ本を割り込むことがあります。

̐� 外貨࠴ͯݐ券த৺にࢿするࢿ৴託（株ࣜ等にはࢿしないの）
主に外貨ݐて債券を投資対としていますので、上記 3 にՃえ、為替の変動により、投資信託の基準価額が下མし、
投資ݩ本を割り込むことがあります。

̑� 国外 	ԁ貨ͯݐʗ外貨ͯݐ 
の株ࣜ、࠴券த৺にࢿするࢿ৴託
主に国内外の株式や債券を投資対としています。上記 1 から 4 により投資ݩ本を割り込むことがあります。
ˎなお、上記 1 から 5 全てについて一部転換社債ܕ新株予約権付社債に投資する場合があり、その場合は、入れた転換社債ܕ新株

予約権付社債の転換対株式の株価下མや、金利変動等による入れた転換社債ܕ新株予約権付社債の価֨下མ及びその発行ମの
経営・財務状況のѱ化やそれらに関する外部ධ価の変化等のӨڹにより、投資信託の基準価額が下མし、投資ݩ本を割り込むこと
があります。

̒� 金融ੜ商品（デϦόデΟϒ）த৺にࢿするࢿ৴託
金融生商品を投資対としています。金融生商品ݻ有の要Ҽや投資信託の投資方ݻ有の事由により、投資
信託の基準価額が下མし、投資ݩ本を割り込むことがあります。

̓� Ϋϩーζυؒظ又はಛఆ日解約受付の͋るࢿ৴託
一定期間解約のできないΫローζド期間のある投資信託、又は特定の期間や特定日だけしか解約の受付を行わな
い投資信託ですのでご留意ください。

以上
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༠ ํ  ק
ＰＷＭ日本証券株式会社（以下「弊社」といいます。）は、弊社社員及びＩＦＡ（独立系ファイナンシャル・アド

バイザー）を通じて、投資信託等による長期分散投資を投資者の皆様にお勧めすることを業務の中心とした資産管
理型証券会社です。

̍� తにরらしͯ配ྀすべき事項ࢿ及びگのঢ়࢈ࡒ、ݧܦ、༠ର者の知ࣝק
ᾇ ฐ社は、お客様の利益を常にߟえ、お客様の知識、経ݧ、財産の状況及び投資目的にরらして必要かつ適切

なΞドバイεをお客様の立場に立って行い、お客様のχーζに合った商品（投資信託等）をおનめいたします。
ᾈ ฐ社は、お客様の投資資金、投資経ݧ、投資目的に応じた適切な投資ק༠を行います。
ᾉ ฐ社は、金融商品をおקめする際、お客様の知識、経ݧ等に応じて商品内容やリεΫ、取引にかかる費用等

の適切なઆ明を行います。

̎� ༠方法及び時ؒଳに関し配ྀすべき事項ק
ᾇ ฐ社は、お客様から信པされ、また信པされ続けることを第一義に、法令・諸規則を९कし、投資者第一主

義の投資ק༠を行います。
ᾈ ฐ社は、常にお客様への情報公開とઆ明責任をे分果たすように৺がけています。
ᾉ ฐ社は、お客様にごな時間ଳでの電や๚によるק༠は行いません。ק༠に際しごな場合は、担

当者にその旨お申しつけください。
ᾊ ฐ社は、ϗーϜϖーδの内容について、法務・ίンϓライΞンε部が事前にνΣッΫしており、適切な表示

が行われるようにしています。

̏� קࢿ༠の適ਖ਼֬保に関する事項
ᾇ ฐ社では、不適切なק༠が行われないようにे分社内ݚमを行っていますが、お客様ご自でもνΣッΫで

きるように、お客様にあらかじめ主なϧーϧをお知らせいたします。
ᾈ お客様のご判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供にめています。
ᾉ お客様に配するק༠資料には、リεΫ・費用等についてわかりやすく記ड़いたします。
ᾊ ฐ社とのお取引に関して、ご不৹な等ご͟いましたら下記までご連絡ください。

����������

以上

͓合ͤઌ
ฐࣾɿ๏ɾίϯϓϥΠΞϯε෦

Ұൠి͔Βの߹　�12�ô 1�3ô 2�1
ଳి͔Βの߹　�3ôܞ 3��1ô 41�4
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ํޢਓใอݸ
ฐ社は、ฐ社役৬員、̛̞̖（ಠ立ܥファイφンγϟϧ・Ξドバイβー）及び業務委託先を通じて、最適な投資

ϓロηεを提供することによりお客様の資産管理を支ԉし、またこの投資ϓロηεを広く日本にී及させ、国民の
օ様の資産形成にݙߩしてまいりたいとߟえております。ฐ社は、こうしたαーϏεの提供に必要不可ܽであるお
客様の個人情報を、適切に保ޢ・管理することはฐ社の社会的責任とߟえております。

ฐ社では、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取み方として、ここに「個
人情報保ޢ方」を定め、ฐ社役৬員、*'" 及び業務委託先の全てが、この「個人情報保ޢ方」を理解し、個人情
報保ޢの取みを継続的に続けてまいります。

以上

ݴએޢਓใอݸ

̍�関係法ྩ等の遵守
ฐ社は、個人情報等の保ޢに関する関係諸法令、監督当局のΨイドライン及び認定個人情報保ޢ団ମ
の指並びにこの個人情報保ޢએݴを९कします。

̎�利༻త
ฐ社はŊ ご本人の同意を得た場合及び法令等に定める場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内で
のみ個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、利用目的については、「個人情報等の利用目的について」に記載のとおりです。

̏�ਖ਼֬ੑの֬保
ฐ社は、個人情報等を法令に則って適正に取得し、当該内容について、正確・最新となるようめます。

̐�҆શ管理措置
ฐ社は、個人情報等の࿙Ӯ等を止するため、必要かつ適切な҆全管理ા置を実ࢪするとともに、ฐ
社役৬員、*'" 及び業務委託先の適切な監督を行います。

̑�ฐࣾ৬һ、*'"及びۀҕ託ઌڭҭのڧԽ
ฐ社は、個人情報等のྲྀ出、不正利用などを止するために、ฐ社役৬員、̛̞̖及び業務委託先へ
のڭҭをపఈします。

̒�第三者の։示ɾ提供
ฐ社は、第ࡾ者への個人情報等の開示・提供は、法令に定める場合を除き、ご本人の同意を得ずに行
いません。

̓�։示等͝ٻखଓき
ฐ社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示・గ正・利用ఀ止等のお申し出があっ
た場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつਝなճにめてまいります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無につ
いてճいたします。
また、૭口を設置し個人情報等の取扱いに関するご意見・お合せを承ります。

�ଓతվળܧ�̔
ฐ社は、個人情報等の適正な取扱いをਤるため、個人情報保ޢ方を適ٓ見直し、継続的な改ળに
めます。

以上
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ਓใのར༻తにͭいͯݸ
　ฐ社は、以下に掲げる事業内容と利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報等を取り扱います。この利用目
的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取り扱うことはしません。また、ฐ社は、この利用目的と相当の関連
性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報等の利用目的を変更しません。合理的と認められる範囲内
で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的についてご本人に通知し、又は公表します。

ʻ事ۀ༰ʼ
１ 金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の売買のഔհ業務）及びこれ

らに付ਵする業務
２ 確定拠出年金法第 2 条第 7 項に規定する確定拠出年金ӡ営管理業等、法令により金融商品取引業者が営むこと

ができる業務及びこれらに付ਵする業務
３ その他、金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付ਵする業務（法令等の改正により、ࠓ後取扱

いが認められる業務を含む）

ʻ利༻తʼ
１ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品のק༠・販売・ӡ用及びそれらに関

するαーϏεのご案内・ご提供を行うため
２ ฐ社又は関連会社、提ܞ会社の有価証券・金融商品等のק༠・販売・売買及びαーϏεのご案内・ご提供を行う

ため
３ お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お取引の管理、お取引口座の管理等を行うため
４ 有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の配当金・分配金・利金・償還金等・給付金・年金等の支払

及び取扱いを行うため
５ 適合性の原則等にরらし合わせて、有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品のק༠・販売・売買、αー

Ϗεのご案内・ご提供のଥ当性を判断するため
６ お客様ご本人であること、又はお客様ご本人の代理人であることを確認するため
７ お客様に対し、お取引結果、お預り残高、ӡ用等の報告及び確認を行うため
̔ お客様とのお取引に関する事務を行うため
̕ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
10  市場調査・データ分ੳ及びΞンέートの実ࢪ等による金融商品・αーϏεのڀݚ・開発を行うため
11  その他、お客様及び取引相手先との取引を適切かつ円に履行するため
12  個人情報等の取扱いに関するお合せ等に対応するため　
13  ฐ社の経営管理・内部管理を行うため
14 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務・

顧客情報登録事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用するため

以上
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ਓใにؔ͢Δ͓߹ͤɾ͝૬ஊݸ
保有個人データの։示等のٻΊにԠ͡るखଓきʻ֓ཁʼ

１ 開示等をお求めの際のお申込み૭口ɿฐ社の証券業務部
２ 開示等のお求めに際してご提出いただく書面ɿฐ社所定の「個人情報等開示等の申込書」をご提出いただき

ます。この申込書は本店に備え置かれており、ϗーϜϖーδからもҹできます。
３ 開示等のお求めをいただく際に、お客様がご本人又は代理人であることを確認する方法ɿฐ社所定のご本人

の確認書類をご提出いただきます。
４ 手数料とその徴収方法ɿ利用目的の通知及び開示のお求めについては、1 ճにつき 1100 円（税込）の手数

料を徴収させていただきます。
 お支払いいただけない場合、開示のお求めに応じられない場合がご͟います。ごྃ承ください。

個人報等の取ѻいに関する͓合ͤ及びۤ等の૭口
 個人情報等の取扱いに関するお合せ及びۤ情等につきましては、以下にて承ります。

ʻฐࣾʼ
ਓใの取扱いにؔ͢Δۤɾ૬ஊ૭口ݸ

๏ɾίϯϓϥΠΞϯε෦
〒 104-0031　東京都中央区京橋二丁目 14 ー１　兼松ビルディング 9 階

Ұൠి͔Βの߹　̌̍ ̎̌ ô̍ ̏̕ ô̎ ̒̍
̏̌　߹ଳి͔Βのܞ ô̏ ̑̒ ô̍̐ ̍̌ ̐

　受付時間ɿฏ日 9ɿ00 ʙ 18ɿ00（除く日ॕ日、年年࢝）
　˞ & ϝーϧによる受付ɿQSJWBDZ!QXN�DP�KQ

ʻೝఆݸਓใอஂޢମʼ
ฐ社は、個人情報保ޢ委員会の認定を受けた認定個人情報保ޢ団ମである日本証券業協会の協会員です。
同協会の個人情報相ஊࣨでは、協会員の個人情報の取扱いについてのۤ情・相ஊをお受けしております。

ۤɾ૬ஊ૭口
ຊ証券ڠۀձ  ݸਓใ૬ஊࣨ

ి 　� 3 ô � � � � ô � � � 4
（IUUQT���XXX�KTEB�PS�KQ�）

受付時間ɿฏ日 9ɿ00 ʙ 17ɿ00（除く日ॕ日、年年࢝）

個人報等の主な取ಘݩ及び外෦ҕ託しͯいる主なۀにͭいͯ
 個人情報等の主な取得ݩ及び外部委託している主な業務につきましては以下のとおりです。

ʻ個人報等の主な取ಘݩʼ
ฐ社が取得する個人情報等の取得ݩには以下のようなものがあります。

・口座開設申込書や実ࢪするΞンέート等に、お客様に直、記入していただいた情報

・商品やαーϏεの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
  （˞ ฐ社へのお客様からの電通につきましては、お客様対応の正確さとαーϏε向上を目的として、通録Իを行う場合があります。）

ʻ外෦ҕ託Λしͯいる主なۀʼ
ฐ社は業務の一部を外部委託しております。また、ฐ社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務は
以下のようなものがあります。

・お客様にお送りするための書面のҹ若しくは発送業務

・法律上や会計上等のઐ的なॿݴ等を提供する業務

・情報γεςϜのӡ用・保कに関する業務
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・金融商品հ業務の委託

・業務に関する帳書類を保管する業務

・金融商品հ業者の監査に関する業務

以上

ࣾձతྗにର͢Δجຊํ
̢̥̬日本証券株式会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社

会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

１ 反社会的勢力に対しては、৫全ମとして対応をਤるとともに、反社会的勢力に対応する従業員の҆全を確保し
ます。

２ ฏૉから、ܯ、暴力์ӡ動ਪਐηンター、弁࢜ޢ及び日本証券業協会等の外部のઐ機関とີۓな連ܞ関係
を構ஙします。

３ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をः断します。また、反社会的勢力による不当要求はڋઈし
ます。

４ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の྆面から法的対応を行います。
５ 反社会的勢力に対して、ཪ取引や資金提供はઈ対に行いません。

以上

ࣾձతྗͰͳい ͱ͜の֬約にؔ Δ͢ಉҙ
総合取引の申込みをする際に、下記の文章をお読みいただき、反社会的勢力でないことの確約に関して同意をお

願いいたします。

（同意内容）

私は、以下の①及び②の内容を確認し、反社会的勢力でないことをそれͧれ確約します。
① 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつক来にわたっても該当

しません。
② 自ら又は第ࡾ者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して

社の信用をو動をし又は暴力を用いる行為、෩આをྲྀし偽計を用い又はҖ力を用いてݴഭ的なڴ
ᆝ損し又はو社の業務を害する行為等を行いません。

 なお、①のいずれかに該当し、若しくは②のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に関
して虚偽の申告をした場合には、取引がఀ止され、又は通知によりこの口座が解約されても異議申
立ていたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任といたします。

以上
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͓取引にؔ͢Δ͓߹ ɾͤ͝ ૬ஊ

͝意ݟɾۤ等に関する૭口
当社の商品・αーϏε等に関するご意見・ۤ情等につきましては、以下の૭口にて承ります。

取引֬࣌ೝにͭいͯ

̍� 外国口座੫ίϯϓϥΠΞϯε法 	̛̖̩̘̖ 
に基ͮく個人報の提供にͭいͯ
ถ国政及び日本政からの要請により、当社はお客様が外国口座税務ίンϓライΞンε法（̛̖̩̘̖）上の
報告対として次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、ถ国税務
当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名 � 名称、住所 � 所在地、ถ国ೲ税者番号、口座番号、口座残
高、口座に発生した所得の額、その他ถ国税務当局が指定する情報）をถ国税務当局に提供することがあります
が、この約款の定めにより、お客様の当該情報がถ国税務当局へ提供されることについて同意するものとして取
り扱います。
①ถ国におけるೲ税義務のある自વ人、法人又はその他の৫
②ถ国におけるೲ税義務のある自વ人が実質的支配者となっているඇถ国法人又はその他の৫
③̛̖ ̩̘ ̖のみにࢀՃしていない金融機関（ถ国内国ࡀ入法 1471条及び 1472 条の適用上、適用外受益者と

して扱われる者を除きます。）

̎� ࣮ಛ法に基ͮく届出書の提出にͭいͯ
2015 年度税制改正（2017 年 1 月 1 日ࢪ行）により、「租税条約等の実ࢪにう所得税法、法人税法及び地方
税法の特ྫ等に関する法律」（実特法）が改正され、2017 年 1 月 1 日以߱、新たに口座開設等を行うお客様には、
居住地国名等を記載した届出書を提出していただきます。
。については、国税庁ϗーϜϖーδをご覧くださいࡉৄ

̏� 外国の等に͓いͯॏཁなެత地Ґに͋る方等ͱの͓取引にͭいͯ
外国̥̥͂̚（外国の政等において重要な公的地位にある方（またはաڈにその地位にあった方）及びそのご
Ոの方）並びにこれらの方が実質的支配者である法人のお客様とのお取引につきましては、当社ではお取扱い
いたしかͶます。

̐� 取引時֬ೝͱは
当社は、お客様が個人の場合は、氏名・住所・生年月日・取引を行う目的・৬業または事業の内容等を、法人の
場合は、名称・本店所在地・取引を行う目的・事業内容・実質的支配者等を確認させていただきます。
なお、口座開設時に確認させていただきました後も、「他人になりすましているٙい」または「աڈに偽りの申
告をしたٙいのある取引」など、合理的にઆ明がつかないٙ義が生じた場合には、࠶度、取引時確認をさせてい
ただく場合がご͟います。

以上

ಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓ 証券ɾۚ༥͋ͬͤΜ૬ஊηϯλʔ
ʢུশɿ̢̛̞̣̖̘　ϑΟϯϚοΫʣ

〒 103-0025　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号　第二証券会館
ి  　 � 1 2 � ô � 4 ô � � � �

　受付時間ɿ 9ɿ00 ʙ 17ɿ00（除く日ॕ日、年年࢝）

˞ ̛̞ ̢̣̖̘は、金融商品取引業等業務に関するۤ情及びฆ૪・トラϒϧについて、
裁判手続き以外の方法で؆қ・ਝな解決を目指す金融 "D3 制度のもとに設置
された金融商品取引法上の指定ฆ૪解決機関（公的な第ࡾ者機関）です。

ࣾɿ๏ɾίϯϓϥΠΞϯε෦
〒 104-0031　東京都中央区京橋二丁目 14–1　兼松ビルディング 9 階

Ұൠి͔Βの߹　�12�ô1�3ô2�1
ଳి͔Βの߹　�3ô3��1ô41�4ܞ

　受付時間ɿฏ日 9ɿ00 ʙ 18ɿ00（除く日ॕ日、年年࢝）
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αʔϏε取扱約款ަࢠి
第1条（約款の趣旨）

この約款は、̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）が第 2 条で定める書面（以下「対書面」
といいます。）について、紙ഔମに代えて電࣓的方法で交付（以下「電子交付」といいます。）するαーϏε（以下「本
αーϏε」といいます。）に関して、その取扱い等を定めたものです。

第2条（ର書໘）
１ 本αーϏεにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により定められ

ている書面、及び当社が提供するその他の報告書等のうち、当社が定め、当社ϗーϜϖーδ上に掲げる以下の書
面とします。
①取引報告書
②取引残高報告書
③ৡ渡益税のお知らせ
④利金・分配金・償還金のお知らせ
⑤配当金・分配金・償還金等のお知らせ
⑥償還のご案内
⑦ӡ用報告書
⑧その他、第 2 項で当社が定めるもの

２ 当社が対書面をՃする場合は、事前に当社ϗーϜϖーδで公表するものとし、これによりお客様から電子交 
付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。

３ お客様が、本αーϏεの利用申込みを行う場合、第１項の対書面はすべて電子交付されます。対書面の一部
を紙ഔମとすることはできません。

第3条（ిࢠ交付方法）
１ 当社が行う書面の電子交付とは、当社または当社が契約しているデータηンターでӡ営される̬̗̚αイト内の

認証が必要とされる特定のϖーδ等に顧客ファイϧを設け、当該顧客ファイϧに書面の記載事項を記録し、顧客
の閲覧に供する方法により行われます。 

２ 本αーϏεにおいて、書面の記載事項を記録する顧客ファイϧは、̛̥̙形式のファイϧ（以下、対書面の記
載事項を記録した̛̥̙形式の顧客ファイϧを「電子書面」といいます。）とします。なお、電子書面を閲覧す
るには、̛̥̙閲覧ιフトが必要となります。

３ 当社は、お客様が電子書面をϓリンター等で出力し書面の作成が可能な状ଶで、電子交付を行います。
４ 当社は、対書面のうち、顧客ϖーδに記録される日を、ϗーϜϖーδで公表するものとします。

第4条（ਃ込）
１ お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本αーϏεの申込みができるものとします。

①当社所定の「電子交付に関する承諾書（目論見書を除く）」により申込みをし、当社がこれを承諾した場合
②インターネットを利用できること
③お客様が使用するύιίン等において̛̥̙閲覧ιフトが利用可能であること
④お客様が本取扱約款を承諾すること

２ 当社は、お客様に事前に通知することなく、申込方法をՃあるいは変更することがあります。

第5条（ຊαーϏεに͓͚る取ѻい）
お客様は、本αーϏεについて、次の取扱いに同意するものとします。

①電子書面の電子交付は、対書面の作成基準日が本αーϏεの利用期間中であること
②電子書面により交付された対書面（作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。）に

ついて、紙ഔମでの࠶交付は行われないこと
③紙ഔମにより交付された対書面（本αーϏε利用開࢝前に作成基準日が到来し紙ഔମで交付することが確定

している書面を含む。）について、電子書面での࠶交付は行われないこと
④法令の変更、監督官庁の指示、または当社が合理的と判断した場合には、本αーϏεの利用期間中であっても

電子書面による電子交付ではなく、紙ഔମにより交付する場合があること
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第6条（ӾཡՄؒظ）
１ お客様は、本αーϏεを利用して閲覧した電子書面について、当該電子書面が閲覧可能となった日から 5 年間閲

覧することができるものとします。
２ 当社は、前項の定めにかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧をఀ止することができる

ものとします。
①電子書面の記載事項を紙ഔମにより交付した場合
②他の電࣓的方法（本αーϏεで定める電子交付の方法以外のものを含む。）により交付する場合

第7条（ຊαーϏεのऴྃ）
１ 本αーϏεは、次の各号に該当する場合にऴྃするものとします。

①お客様が当社所定の方法により、本αーϏεの利用中止の申出をされた場合
②総合取引口座が解約された場合
③止むを得ない事由により当社が本αーϏεの解除を申出た場合
④当社が本αーϏεをऴྃした場合

２ 本αーϏεの利用を中止し郵送交付へ変更する場合は、別途「電子交付ఀ止届݉支払指示書」をご提出いただき
ます。なお、変更手続に手数料 550 円（税込）がかかり、̢̧̛残高からのお支払い、または振込によるお支
払いが事前に必要となります。手数料の徴収がྃしない場合、変更手続は開࢝されません。

　 口座管理料お支払い対のお客様の場合は、直前 3 月期の口座管理料を免除した分といたしまして、5500 円（税
込）をご負担いただきます。

第8条（ిࢠ交付方法の変更）
１ 当社は、お客様に事前に通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
２ 当社は、前項に定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。

第9条�（免責事項）
当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責を負わないものとします。
①お客様が、本αーϏεの利用申込に際して、虚偽の申告又は第4 条第1 項に反して当社に申込みを

行ったことにより生じた損害。

②通信ճઢ、通信機ث、ίンϐϡータγεςϜ及び機ث等のো害による電子交付の遅延、誤作動、不能
により生じた損害。ただし、当社のނ意または重大なա失により生じた損害については、この限りで
はありません。

第10条（準拠法ɾ合意管轄）
この約款に関する準拠法は日本国法とします。この約款に関し、お客様と当社との間で生ずる訴訟については、

当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第11条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に

基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時
期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ΞΧϯτϏϡʔαʔϏεར༻約款
第1条（約款の趣旨）�

この約款は、̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）がお客様にインターネット経由で提供する
ΞカントϏϡーαーϏε（以下「本αーϏε」といいます。）に関して、その取扱い等を定めたものです。

 
第2条（ରαーϏε）��

本αーϏεは、次の各項に掲げる機能を提供するものです。
必ず、各機能のৄࡉをご確認ください。 

１ 口座残高確認機能 
お客様は、定期的に当社がお送りする取引残高報告書をおちになることなく、ΞカントϏϡー上で、ご自
の口座残高（前営業日時でのお預り残高、ධ価額等）をご確認いただけます。 
①ΞカントϏϡー上で表示する口座残高は、法定若しくは税務に関する報告書に代わるものではご͟いません。 
②当該情報におけるաڈの投資結果につきましては、ক来の価値をԿら予ଌ・保証するものではありません。  
③投資信託の内容確認、投資判断にあたっては、各投信委託会社より提供される目論見書等を必ずご確認ください。

２ 担当ＩＦＡが作成した投資信託の買付・解約注文の確認及び同注文の承認機能 
担当̛̞̖が作成した注文をお客様にΞカントϏϡー上で確認していただき、その注文をお客様が承認された
後、当社は注文執行いたします。 
①ご注文の確認・承認には、े分な注意をもってご対応ください。
　ສが一、担当̛̞̖が誤って注文入力していた場合であっても、お客様が承認されたことをもって、当社は正

規の注文として執行いたします。 
　したがって、お客様が意ਤしていなかった注文が執行された場合であっても、注文గ正はいたしかͶます。 
②買付に際しては、承認前に目論見書及び目論見書ิ書面をΞカントϏϡー注文承認ը面上でご確認いただ

く必要がご͟います。 
③未成年者口座の取引については、権者全員に取引に合意いただき、権者が承認された場合に注文執行いた

します。 

３ 担当ＩＦＡが作成した引落型･振替型アセット･アクセルの新規･変更・解除注文の確認及び同注文の承認機能 
担当̛̞̖が作成したΞηット・ΞΫηϧ注文をお客様にΞカントϏϡー上で確認していただき、その注文を
お客様が承認された後、当社は注文執行いたします。 
①ご注文の確認・承認には、े分な注意をもってご対応ください。
　ສが一、担当̛̞̖が誤って注文入力していた場合であっても、お客様が承認されたことをもって、当社は正

規の注文として執行いたします。
　したがって、お客様が意ਤしていなかった注文が執行された場合であっても、注文గ正はいたしかͶます。 
②Ξηット・ΞΫηϧの新規・変更等を登録する際には、承認前に目論見書及び目論見書ิ書面をΞカント

Ϗϡー注文承認ը面上でご確認いただく必要がご͟います。 
③未成年者口座の取引については、権者全員に取引に合意いただき、権者が承認された場合に注文執行いた

します。

４ 引落型アセット・アクセル口座振替預貯金口座の新規登録、確認及び変更登録機能 
①Ξηット・ΞΫηϧ取扱約款第 3 条に定められた当社所定の収ೲ代行会社（以下「代行会社」といいます。）

を通じて行う指定預ஷ金口座からの「口座振替」のための金融機関名、口座番号等を新規登録、確認及び変更
登録することができます。 

②当社は、Ξηット・ΞΫηϧ買付のためにお客様が指定した金額を代行会社を経由して当社が指定した振替日
に預ஷ金口座から引མします。 

③振替日に指定預ஷ金口座の残高が引མ金額に満たない場合は、引མしを行いません。なお、その際お客様への
通知は行いません。 

④振替分の預ஷ金口座への記帳は「̖̥（̢̥̬γϣέン） 」等となりますのでごྃ承ください。 
⑤預ஷ金口座へのご入金は、振替日の前日までにおئいします。

５ 目論見書電子閲覧機能
目論見書及び目論見書ิ書面をΞカントϏϡー注文承認ը面上でΫリッΫすることで、当該書面の電子交付
に同意のうえ、内容確認いただいたものとさせていただきます。
お客様は必ず、目論見書及び目論見書ิ書面をご確認ください。 
また、事前に書面で目論見書及び目論見書ิ書面の交付を受けた場合であっても、本αーϏεで目論見書及び
目論見書ิ書面をΞカントϏϡー注文承認ը面上でご確認いただく必要がご͟います。 
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６ お客様情報の変更機能
お客様は、次の各号に掲げるご登録いただいたお客様情報をΞカントϏϡー上で変更することができます。
①　氏名
②　フリΨφ
③　郵便番号
④　住所
⑤　続柄
⑥　電番号
ଳ電番号ܞ　⑦
⑧　৬業
務先名（屋号）ۈ　⑨
⑩　所ଐ部ॺ
ᶍ　役৬
ᶎ　ۈ務先電番号
ᶏ　ۈ務先住所
ᶐ　投資の経ݧ年数
ᶑ　投資目的
ᶒ　資金の性֨
ᶓ　資産の状況
ᶔ　収入の状況

第3条（法ྩなͲの遵守）�
本αーϏεのご利用にあたっては、お客様及び当社は、法令、日本証券業協会等の諸規則を९कするものとします。
 

第4条（ຊ人֬ೝ）��
お客様が本αーϏεを利用する際、ログイン用ϝーϧΞドレε（以下、「Ϣーβ̞̙」といいます。）及びύεワー

ドの入力が確認されると、当社は、本人確認が行われたものとみなします。
 

第5条（ې止事項）
１ お客様は次のことを行わないものとします。

①Ϣーβ̞̙及びύεワード等を第ࡾ者（担当̛̞̖を含む。）の利用に供すること（お客様が代理人を用いる
場合において、その代理人等が権限の範囲内で利用する場合を除きます。第 2 号において同じ。）

②本αーϏεを第ࡾ者と共同して利用すること
③お客様が、本αーϏε又は本αーϏεの情報等について、その全部又は一部をわず、営業目的・商業目的で利用（使

用、࠶生、ෳ、ෳࣸ、Ξッϓロード、ダンロード、送信、販売、࠶販売など形ଶのԿをいません。以下同
じ。）すること

④Ϣーβ̞̙及びύεワードを付与されたお客様が本αーϏεを通じて取得した情報等を第ࡾ者に開示するこ
と、並びに本αーϏεを閲覧又は利用する目的以外に使用すること

２ 前項に反する状況があるものと当社が判断した場合、当社は本αーϏεの提供を中止します。

第6条（権利のؼଐ）�
本αーϏεが保有、又は提供する情報等に関する一切の権利（ஶ作権を含み第ࡾ者に帰ଐするものを除く。）は

当社に帰ଐします。 

第̓条（αーϏεの変更ɾҰ時ఀ止ɾத止ɾ解約）
１ 本αーϏεは、当社の都合により、お客様の承諾又はお客様への通知なしに、内容の変更・中止を行うことがあ

ります。 
２ γεςϜ等のো害、ิम、情報ηΩϡリςΟに関するリεΫ等によって、当社は予告なく本αーϏεの一部また

は全部の提供を一時ఀ止または中止することがあります。 
３ 本αーϏεに含まれる情報等及び情報等にଘ在するܽؕをम正するために当社は、予告なく本αーϏεを一時ఀ

止または中止することがあります。 
４ 本αーϏεにて提供する情報の種類、内容及び利用時間は当社が定めるものとし、これらは予告なく変更又はఀ

止することがあります。

第8条（約款の変更）�
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に

基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時



ʜ  13  ʜ

期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

第9条（免責事項）
１ 本αーϏε（ΞカントϏϡー上に含まれるリンΫを通じて移動可能なαイト及びΞカントϏϡー上に記載さ

れたドϝイン名により表示されるαイトを含む。）のご利用は、本αーϏεを利用されるお客様の責任において
行なっていただくものとし、当社及び証券投資情報の発信ݩは、次に掲げる事項により生ずるお客様の損害につ
いては、その責を負わないものとします。 
①本αーϏεに含まれる情報等及びそれらに付ਵする情報配信等の遅延、ܽؕ又は不作為から生じた損害 
②当社の責に帰すべき事由によらず、お客様のϢーβ̞̙、ύεワード及び取引情報等が࿙えいし、又は౪用さ

れたことによる損害 
③通信機ث、通信ճઢ、ίンϐϡータ等のγεςϜ機ث等のো害、これらを通じた情報達γεςϜ等のো害に

よる損害 
④第ࡾ者による害、৵入、情報改変等により、本αーϏεの提供ができなくなったことによる損害 
⑤本αーϏεのご利用に際し、入力されたお客様のϢーβ̞̙及びύεワードと、あらかじめ当社に登録されて

いるものとの一கを確認して、当社が取引を行ったことによる損害 
⑥天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由による損害 
⑦その他、当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

２ お客様のނ意またはա失（本αーϏεの内容又は利用方法についての誤解又は理解不による場合を含む）によっ
て生じた損害、費用等は、お客様が負担するものとします。

３ ΞカントϏϡー上で表示するධ価額は、投信委託会社が提供し、当社が入手できる限りの最新の基準価額に基
づいて算出しておりますが、財産ධ価の目҆としていただくために表示しているものであり、売却時のお受取金
額とは異なります。

 また、本αーϏεで表示される数値（基準価額、ධ価額、取得価額等）は、税務申告等にはご使用いただくこと
はできません。 

第10条（͓٬༷報のηΩϡϦςΟ管理）�
当社は、ファイΞーΥーϧとϢーβ̞̙、ύεワードによる認証方式を利用し、更に通信に44-を利用するこ

とによりお客様情報のηΩϡリςΟを確保しております。
本αーϏεの口座情報の閲覧が、お客様の同意なしに行われたとߟえられる場合には、担当̛̞̖又は当社まで

 。急ご連絡くださいࢸ
以上
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 総 ߹ 取 引 約 款

第 1 章　総 則
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様と̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）との間における、各αーϏε、取引
の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的として定めたものです。お客様は、この約款中の各章
に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において取引を行うものとします。

第2条（総合取引の利༻）
１ この約款において、ň総合取引ŉ とは、次の各号に掲げる取引をみ合わせた取引等の総称をいいます。

① 有価証券の保ޢ預り取引
② 振替決済口座取引
③ 投資信託のྦྷੵ投資取引
④ マネー・リβーϒ・ファンド（以下「̢̧̛」といいます。）の自動εイーϓ取引
⑤ 外国証券取引

２ お客様は、当社所定の方法により有価証券等の分配金による投資信託の自動取得αーϏεを受けることができます。

第 2 章　ਃํࠐ๏
第3条（ຊ人֬ೝにͭいͯ）

当社は、お客様が有価証券等の取引に関する口座を開設される際、犯ࡑによる収益の移転止に関する法律（以
下「犯ࡑ収益移転止法」といいます。）に基づき、マネー・ローンダリング、ςロ資金供与の止のため、お客様
の本人確認を行わせていただきます。

第3条の 2（ϚωーɾϩーϯμϦϯά及びςϩࢿ金供༩Λ行Θない͜ͱの֬約）
１ お客様が、当社のαーϏεの利用を申込む場合又は当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合や当社の

αーϏεを利用する場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 当社に預け入れようとする資金等が犯ࡑ収益移転止法に定める「犯ࡑによる収益」に該当しないこと
② ৫的な犯ࡑの処േ及び犯ࡑ収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・口ʕンダリン

グ又はςロリεトϔの資金供与を行わないこと
③ 日本、ถ国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対者に該当せず、かつক来にわたっても該当しない

こと、また、経済制裁対者との間で各国法等に基づきې止される取引を行わないこと
２ 前項の場合、並びに当社が必要と判断した場合、当社は、お客様に対し、資産・収入の状況、取引の目的、৬業・

地位、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するために情報提供を求めることがあります。

第4条（෦者ొの届出）
お客様は、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第 166 条に規定する上場会社等の特定有価証券等に

係る売買を初めて行う際、当社に日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の役員等」に該当するか൱かをあら
かじめ当社所定の方法により届出ていただきます。

第5条（ਃ込方法）
１ お客様は、当社所定の方法で総合取引口座の開設を申込む際に、必要事項及び共通番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）第 2 条第 5 項に規定する個
人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）を当社へ提出することによって、総合取引を申込む
ものとし、当社がこれを承諾し、口座開設等当社所定の手続きをྃした時から総合取引を開࢝することがで
きます。
なお口座開設は、原則として、お一人様一口座とさせていただきます。
お客様の申込みに対し、当社は৹査のうえ、申込みを承諾しないことがあります。
また、当社において使用可能な文ࣈ以外でお届出いただいた場合には、当社において使用可能な文ࣈへと置き換
えさせていただきます。
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２ 前項の申込みの時において犯ࡑ収益移転止法及び番号法に規定される本人確認書類及び当社がお客様のご本人
確認を行うために必要と認める書類等（以下総称して「本人確認書類等」といいます。）を当社へご提出いただ
きます。

 本人確認書類等をご提出いただけない場合等には、当社はお取引を開࢝せず、又はఀ止することがあります。
３ お客様が、総合取引の申込みをされた場合には、同時に、第 7 章に定める「金銭の振込先指定方式」を当社所

定の方法により、お申込みいただきます。
 「金銭の振込先指定方式」は、当社がこれを承諾した場合に、ご利用いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４ お客様には、総合取引の申込みと同時に保ޢ預り口座、̢̧̛ྦྷੵ投資口座及び振替決済口座を開設していただ

きます。その場合、第２条に掲げる各取引がいつでもご利用いただけます。

第5条の 2（当ࣾの届出事項）
１ 当社に届出された住所、氏名又は名称及び生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、

住所、氏名又は名称、生年月日及び共通番号等とします。
２ お客様が、法律により株券、共同৫金融機関の༏先出資に関する法律に規定する༏先出資証券及び投資証券に

係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出して
いただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「ύεϙート」、「在留カード」、「特別Ӭ住者証明書」等
の書類をご提出ئうことがあります。

第6条（有Ձ証券の保ޢ預Γ）
お客様が、当社所定の方法により、当社に保ޢ預り口座の設定を申込み、当社がこれを承諾した場合には、日本

証券業協会の定める ň有価証券の寄託の受入れ等に関する規則ŉ に基づく保ޢ預り口座が開設されます。

第7条（ৼସ決ࡁ口座）
お客様が、当社所定の方法により「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づき当社に申込みをされ、当社

がこれを承諾した場合には、振替決済口座が開設されます。振替決済口座については、本約款の規定に従うほか、「投
資信託受益権振替決済口座管理約款」の規定に従って取扱うものとします。

第8条（ࢿ৴託受ӹ権のྦྷੵࢿ取引）
１ お客様が、当社所定の方法により、買付けを希望される各ྦྷੵ投資約款に基づきお申込みをされ、当社がこれを

承諾した場合に、当該ྦྷੵ投資の委任に関する契約が締結されྦྷੵ投資口座が開設されます。
２ 外貨ݐて各商品のお申込みをされる場合は、あらかじめ外国証券取引口座の開設が必要となります。

第9条（利金ɾ配金等によるࣗಈ取ಘ取引）
総合取引を契約されているお客様は、当社所定の方法により、いつでも利金・分配金等による投資信託等の自動

取得取引を行うことができます。

第10条（外国証券取引）
お客様が、当社所定の方法により、当社に外国証券取引口座開設のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に、

外国証券取引口座が開設されます。外国証券の取引については、「外国証券取引口座約款」の定めに従って取扱うも
のとします。

第 3 章　จのडɺ࿈བྷɾใࠂ
第11条（法ྩɾ諸نଇの遵守）

お客様は当社との間で行う取引に関しまして、金商法その他関係法令、諸規則及び当社の社内規則に従うものと
します。

第12条（ຊ人֬ೝ）
当社は、お客様からのご注文をお受けする際には、当社所定の方法に従い、お客様ご本人からのご注文であるこ

とを確認させていただきます。

第13条（注文の受託等）
１ 当社は、所定の方法により有価証券等の売買の注文を受けるものとします。
２ 有価証券の売買等の注文の申込みをいただくときは、原則としてあらかじめ当該注文にかかる代金又は有価証券



…  16  … 

の全部をお預けいただいたうえで、注文をお受けいたします。
３ 有価証券の売買等の注文の申込みをいただいていても、当該注文にかかる代金又は有価証券の全部をお預けいた

だくまでは、注文として取扱いません。
４ 募集又は売出しにかかる有価証券の買付けの注文のお申込みを受けたときは、当該有価証券の目論見書を受領さ

れていることを当社所定の方法により確認させていただきます。

第14条（買付のਃ込Έ及び受注時ؒ）
１ 当社の取扱う投資信託受益証券又は受益権にかかるお客様からの買付けの申込みは、その申込みのあった日が、

以下の各号をすべて満たすときに、その申込日に買付けの手続を行います。また、この場合当該投資信託の受付
締切時間を受注時間といたします。なお、以下の各号のいずれかが満たされない場合は、その申込日のཌ営業日
以߱、最初に以下の各号のすべてを満たす日に買付けの手続を行い、受注時間も同様に扱います。

２ 当該投資信託受益証券又は受益権の当社が定める受付締切時間までに買付けの申込みがなされた場合。
３ 当該投資信託受益証券又は受益権の当社が定める受付締切時間までに当社で申込代金の入金確認ができた場合。
４ 申込日が当社の営業日であり、かつ、当該投資信託受益証券又は受益権の約款、目論見書等において定める発注

が不可能な日でない場合。
　
第15条（ݟ書の交付）

当社は、金商法第 15 条の規定に従い、お客様から募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文をお受けする際
には、あらかじめ又は同時に当該有価証券の目論見書を、お客様にお渡しいたします。ただし、お客様が当該目論
見書の交付を受けないことについて同意した場合には、当該目論見書の交付をলུします。

第16条（売買等の取引の報告）
当社は、お客様からご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の 4 及び ň金

融商品取引業等に関する内ֳ令ŉ（以下 ň金商業等令ŉ といいます。）第 98 条の規定に従い、契約締結時交付書
面（以下 ň取引報告書ŉ といいます。）を作成し、お客様に交付いたします。ただし、定時定額取引を除きます。（郵
送又は「企業内容等の開示に関する内ֳ令」等に定める電子情報処理৫を使用する方法による交付を含みます。
以下取引残高報告書についても同様です。）

第17条（取引及び残高の報告）
１ 当社は、金商業等令第 98 条第 1 項第 3 号ロなどの規定に基づき、࢛期に 1 ճ以上、期間内のお取引の内容、

お取引後の残高を記載した取引残高報告書を残高র合のための報告内容を含めお客様に交付いたします。また、
お取引がないお客様で、お預り残高がある場合には、1 年に 1 ճ以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。

２ 取引残高報告書を受領された場合は、すみやかにその内容をご確認ください。取引残高報告書を交付後 15 日以
内にお申出がないときは、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。なお、当
社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不৹ながあるときは、すみやかに当社法務・ίンϓラ
イΞンε部までご連絡ください。

第17条の 2（通知の効力）
お客様あてに当社によりなされた本口座に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責に帰することの

できない事由により、延着し、又は到着しなかった場合、当社は、通常到着すべきときに到着したものとして取扱
うことができるものとします。

 
第18条（એҹ等）

当社は、お客様にお送りする郵送物の中に、当社が広告業務に関する契約を締結した会社のએҹ物を同෧す
ることがあります。この場合において、当社はお客様のお名前・ご住所等の個人情報を当該会社に開示することは
ありません。
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第 4 章　༗Ձ証券のอޢ༬Γ取引
第19条（ຊষの趣旨）

本章は、当社とお客様との間の証券の保ޢ預りに関する権利義務関係を明確にするための取決めです。お客様は、
本章の内容を承認し、第 2 章に定める方法により、当社との間に有価証券の保ޢ預りに関する契約（以下本章にお
いて「保ޢ預り契約」といいます。）を締結します。

第20条（保ޢ預Γ証券）
１ 当社は、金商法第２条第１項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これ

らの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
２ 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社

が定めるところによりお預りします。
３ この約款に従ってお預りした有価証券を以下「保ޢ預り証券」といいます。

第21条（保ޢ預Γ証券の保管方法及び保管場ॴ）
当社は、保ޢ預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りし

ます。
①保ޢ預り証券については、当社において҆全確実に保管します。なお、当社における保ޢ預り証券の保管等は、別途

外部に委託することがあります。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保ޢ預り証券については、決済会社で混合して保管します。　
③お客様は、当社で取扱う投資信託の受益証券と同一銘柄の投資信託の受益証券に限り、第 5 章の規定に従って買付

けられた投資信託の受益証券以外のものであっても、当社が応じ得るものに限り、寄託することができます。
④保ޢ預り証券のうち第 2 号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、

他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
⑤前号による保管は、大券をもって行うことがあります。

第22条（混合保管等に関する同意事項）
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同

銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと

第23条（混合保管தの࠴券のந選ঈؐが行ΘΕた場合の取ѻい）　　　
混合して保管している債券がந選償還に当選した場合におけるඃ償還者の選定及び償還額の決定等については、

当社が定める社内規ఔにより公正かつݫ正に行います。

第24条（保ޢ預Γ証券の口座処理）
１ 保ޢ預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
２ 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替

を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられ
たものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱
います。ただし、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）が必要があると認めて振替を行わな
い日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。

第25条（୲保にかかる処理）
お客様が保ޢ預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うもの

とし、この場合、当社所定の方法により行います。

第26条（͓٬༷の࿈བྷ事項）
１ 当社は、保ޢ預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。

①名義書換又は提供を要する場合には、その期日
②混合保管中の債券について第 23 条の規定に基づき決定された償還額
③最ऴ償還期限
④残高র合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
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２ 残高র合のためのご報告は、１年に１ճ（信用取引、デリバςΟϒ取引の未決済ۄݐがある場合には２ճ）以上
行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより࢛期に１ճ以上、
残高র合のための報告内容を含め行いますので、その内容にご不৹のがあるときは、すみやかに当社の法務・
ίンϓライΞンε部に直ご連絡ください。

３ 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資Ո（金商法第２条第 31 項に規定する特定投資Ո（同法第
34 条の２第５項の規定により特定投資Ո以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の３第４項（同法第
34 条の４第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資Ոとみなされる者を含みます。）を
いいます。）である場合であって、お客様からの前項に定める残高র合のための報告内容に関するর会に対して
やかにճできるମ制が備されている場合には、当社が定めるところにより残高র合のためのご報告を行わ
ないことがあります。

４ 当社は、第２項に定める残高র合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについて
は、第２項の規定にかかわらず、残高র合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバςΟϒ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバςΟϒ取引等に係る取引の条件を記載した契約書

第27条（名義書等のखଓきの代行等）
１ 当社は、ごґཔがあり、かつ当社が認めたときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権

付社債の新株予約権の行使、単ݩ未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
２ 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。　

第28条（ঈؐ金等の代理受ྖ）
保ޢ預り証券の償還金（混合保管中の債券について第 23 条の規定に基づき決定された償還金を含む。以下同じ。）

又は利金（分配金を含む。以下同じ。）の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支
払いします。なお、発行ମ等からの償還金又は利金の支払状況によっては、お客様へのお支払いが当該予定日より
遅延する場合もご͟います。

第29条（保ޢ預Γ証券等のฦؐ）
保ޢ預り証券又は金銭の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。

第30条（保ޢ預Γ証券等のฦؐに準ͣる取ѻい）
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保ޢ預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
①保ޢ預り証券を売却される場合
②保ޢ預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当社が第 28 条の定めにより保ޢ預り証券の償還金の代理受領を行う場合

第31条（口座管理料）
１ 当社は、口座を設定したときは、当社が定める方法により所定の料金をいただきます。料金の期間計算の中途で

契約を解除した場合でも料金の返金には応じません。
２ 当社は、前項に定める口座管理料のお支払いがない場合、投資信託受益権の解約代金等より予告なしにॆ当する

場合があります。また、保ޢ預り証券の返還のご請求に応じないことがあります。

第32条（ٸۓ措置）
法令の定めるところにより保ޢ預り証券の移管を求められたとき、又は店ฮ等のՐ災等ۓ急を要するときは、当

社はྟ機の処置をすることができるものとします。

第33条（͜の約款の変更）
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改

定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来
するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
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第 � 章　ࢿ৴託のྦྷੵࢿ取引
第34条（ྦྷੵࢿのਃ込方法）
１ お客様は、当社所定の方法によりྦྷੵ投資口ごとに、当社が取扱う有価証券のྦྷੵ投資取引契約（以下本章にお

いて ň契約ŉ といいます。）を申込んでいただきます。なお、外国証券にかかるྦྷੵ投資口の申込みの場合、あ
らかじめ又は同時に外国証券取引口座約款に基づく口座の開設が必要になります。

２ すでに他のྦྷੵ投資口において前項の方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第 1 ճ目の払
込金の払込をもって当該ྦྷੵ投資口（所定の方法により申込みが行われ契約が締結されている場合を除く。）の
契約の申込みが行われたものとします。

第35条（金銭の払込Έ）
１ お客様は、ྦྷੵ投資取引にかかる有価証券の買付けにあてるため、1 ճの払込みにつき当該投資信託の目論見書

に定められている最低取引単位以上の金銭（以下「払込金」といいます。）をそのྦྷੵ投資口に払込むことがで
きます。ただし、すでに申込みが行われ契約が締結されている場合を除き、第 1 ճ目の払込金は、これを各ྦྷ
ੵ投資口申込みのときに払込むものとします。

２ 同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料又は低率の手数料による換え（以下「εイッνング」
といいます。）が可能な投資信託について第 40 条にかかる返還金の他のίーεへの払込単位は当該目論見書記
載の金額によるものとします。

第36条（買付時ظ及びՁֹ）
１ 当社は、各ྦྷੵ投資口にかかるྦྷੵ投資約款に従い、遅滞なく当該有価証券の買付けを行います。
２ 前項の買付価額は、各目論見書に定める価額とし、また、各目論見書に定めのある場合は、所定の手数料等を徴

収するものとします。
３ 買付けられた有価証券の所有権及びその果実又はݩ本に対する請求権は各ྦྷੵ投資口にかかるྦྷੵ投資約款に定

める日からお客様に帰ଐするものとします。

第37条（ࢿ৴託受ӹ権の管理）
この契約によって買付けられた投資信託受益権は、社債等の振替に関する法律 	 以下「振替法」という。
 に基づ

く振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客様の口座（以下「振替決済口座」という。）に記載又は記録に
より管理します。

第38条（有Ձ証券の保管）
１ 振替法に基づかない有価証券に係る保管については次のとおり取扱うこととします。
２ この契約によって買付けられた有価証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託受益証券と

混合して保管いたします。
３ 当社は、この契約による有価証券については、その保管に際し、原則としてこれを大券に取りまとめて行います。
４ 当社は、ྦྷੵ投資契約による有価証券を当社名義をもって銀行、信託銀行、金融商品取引業者等に࠶寄託するこ

とがあります。
５ 第１項から第３項により混合して保管する有価証券については、第 22 条を準用いたします。当社は、当該保管

にかかる有価証券の保管料を申し受けることがあります。

第39条（Ռ࣮の࠶ࢿ）
ྦྷੵ投資取引にかかる有価証券の収益分配金は、お客様に代って当社が受領のうえ、これを当該ྦྷੵ投資口に܁

入れてお預りし、当該投資信託にかかる目論見書の定めに従い同一種類の有価証券を買付けます。

第40条（有Ձ証券又は金銭のฦؐ）
１ 当社は、この契約に基づく有価証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときに当該投資信託

にかかる目論見書の定めに従い返還いたします。
２ 前項の請求及び返還は、所定の手続きによってこれを行うものとし、お客様に返還いたします。ただし、返還

は、当該投資信託にかかる目論見書において記載された方法により決定された価額により各投資信託受益権を換
金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、こ
れに代えるものとします。

３ Ϋローζド期間のある投資信託についての当該Ϋローζド期間中の第１項及び第２項に基づく返還は、当該投資
信託の目論見書記載の事由に該当する場合に限り行えます。

４ 第 35 条第２項に掲げる「εイッνング」をお申込みいただいた場合には、当該返還金についてはお客様にお支払
いすることなく当該εイッνングによって買付ける投資信託にかかるྦྷੵ投資口への払込金にॆ当いたします。
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第41条（解�約）
１ 第 58 条に定める解約事由のほか、ྦྷੵ投資取引に関する契約は、次の場合に解約されるものとします。

①お客様から当社所定の方法により解約のお申出があった場合
②当該有価証券が償還された場合

２ 総合取引口座が解約された場合、当社は、遅滞なく保管中の有価証券及びྦྷੵ投資口の残金をお客様に返還いた
します。この解約の手続きは、第 40 条第２項に準じます。

第42条（届出事項の変更खଓき）
第 57 条の規定を本条においてこれを準用いたします。

第43条（その他）
１ 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価をお支払い

いたしません。
２ 1 ճの払込金額、買付時期、買付価額、࠶投資の方法、返還価額等でこの約款の定めにない事項は、各ྦྷੵ投資

口の目論見書の規定に従うものとします。

第 � 章　̢̧ の̛ࣗಈεΠʔϓ取引
第44条（ຊষの趣旨）

本章は、お客様（個人のお客様に限ります。）と当社が契約するྦྷੵ投資口のうち、̢̧̛ྦྷੵ投資口の自動εイーϓ
取引のαーϏε（以下本章において「本αーϏε」といいます。）に関する取扱いを定めることを目的とするものです。

第45条（̢̧̛のྦྷੵࢿ口座ઃఆ）
お客様は、本αーϏε申込時に、̢̧̛ྦྷੵ投資約款に定める̢̧̛ྦྷੵ投資口座を設定していただくものとします。

第46条（̢̧̛のࣗಈ買付、ࣗಈ金）
１ 本条に定める̢̧̛の一ճの払込金額、買付時期、買付価額及び返還価額などは、「̢̧̛ྦྷੵ投資約款」によ

るものとします。なお、本規定において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
２ ̢̧̛の自動買付

①当社は、お客様より金銭（円貨に限ります。以下本章において同じ。）が振込まれた場合、特にお客様からお
申出がない限り、̢̧̛の買付けのお申込みがあったものとして取扱います。

②当社は、お客様より投資信託等の買付代金等のॆ当を目的とした金銭が振込まれた場合、特にお客様からお申
出がない限り、̢̧̛の買付けのお申込みがあったものとして取扱います。

③当社は、お客様より有価証券等の買付代金等を超える額の金銭が振込まれた場合は、その差額分については、
特にお客様からお申出がない限り、̢̧̛の買付けのお申込みがあったものとして取扱います。

④当社は、お客様が保有される投資信託等の解約代金、分配金、償還金及び税金等の還付金等が当社より支払わ
れる場合、特にお客様からのお申出がない限り、̢̧̛の買付けのお申込があったものとして取扱います。

⑤当社は、第１号から第３号の場合で払込日が営業日の場合は、正ޕまでに当社が当該払込金の受入れを確認で
きたものについては払込日の当日に、正ޕをաぎて当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の
ཌ営業日に、̢̧̛をお客様に代わって買付けます。また、払込日が営業日以外の日の場合、当該払込日のཌ
営業日に̢̧̛をお客様に代わって買付けます。

３ ̢̧̛の自動換金
①お客様の投資信託受益権の買付代金等（口座管理料等を含む）に不が生じる場合には、特にお客様からのお

申出がない限り̢̧̛の換金申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日に̢̧̛の換金を
行います。なお、̢̧̛の証券残高が当該金銭に満たない場合は、̢̧̛の証券残高をすべて換金するものと
します。（ただし、࠶投資前の分配金は除く。）

②お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、当社において取扱う投資信託受益権の取引等によるお預り金
（以下「お預り金」といいます。）を༏先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った
場合、その差額分についてはཌ営業日の受取りの̢̧̛の換金のお申込みがあったものとして取扱います。

４ お客様の取引状況等によっては、第 1 項及び第２項の定めと異なる取扱いをする場合があります。

第47条（解�約）
１ 第 58 条に定める解約事由のほか、本αーϏεはお客様から当社所定の方法により̢̧̛ྦྷੵ投資口の解約のお

申出があった場合に解約されるものといたします。
２ 本αーϏεを解約した場合は、「̢̧̛ྦྷੵ投資約款」に定める̢̧̛口座、及び第 45 条に定める取扱いを、

すべて解約するものといたします。
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第 � 章　ۚમのৼࠐઌࢦఆํࣜ
第48条（指ఆ預金口座の取ѻい）
１ 指定預金口座の名義は原則として当社におけるお客様の口座名義と同一にしていただきます。
２ 本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。

第49条（指ఆ預金口座のొ）
１ 当社は第 5 条第 3 項により預金口座の指定のお申込があったときは、やかに「指定預金口座」の登録を行ない

ます。
２ 上記 1 の「指定預金口座」の指定のお申込後 1 ि間は、振込み請求を受けましても、指定預金口座への金銭の

振込みができないことがあります。

第50条（指ఆ預金口座の変更）
１ 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の方法によって届出ていただきます。
２ 変更申込み受付後の取扱いは前条に準じて行うものとします。

第51条（金銭の受渡ਫ਼ࢉ方法）
ਫ਼算代金の受渡方法は次に定める通りとします。
①銀行振込みによる買付代金のご入金
　お客様は買付代金を当社の指定する銀行預金口座へ振込む（振込手数料はお客様のご負担となります。）ものとします。

ただし、定時定額取引による買付代金はΞηット・ΞΫηϧ取扱約款第 3 条に従います。
②銀行振込みによる売却代金のお受取り
　当社は売却代金の受渡日以߱に、お客様が金銭の振込先指定方式によりあらかじめ指定した銀行預金口座へ振込む

ものとします。

第52条（受ೖ書類等）
第 46 条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入は不要といたします。

第53条（ৼ込金ֹ等の֬ೝ）
当社は原則として、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、取引残高報告書等に振込金額等を記載して送付し

ますのでその内容をご確認ください。

第54条（ৼ込ख料）
当社からお客様へ送金する際の振込みにかかる手数料は、当社が負担いたします。

第 � 章　ॾ則
第55条（ެ示࠵告のௐࠪ等の免除）

当社は、お預りしている有価証券にかかる公示࠵告の申立て、除権決定の確定等についての調査及び通知はいた
しません。

第56条（免責事項）
１ 各取引等によりお客様に損害が生じても、その損害が以下の事由によるものである場合には、当社はその損害を

ഛ償する責を負いません。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場（証券取引に係る市場及び外国為替市場を含みますが、

これらに限られません。）の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、この約款に定める事項、売買の執行、
金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続き等が遅延又は不能となったとき

②電信又は郵便の誤謬や遅延等、当社の責に帰すことができない事由が生じたとき
③当社の責に帰さない通信機ث、ճઢ及びίンϐϡータ等のো害並びに電の不通等や、その他やむを得ない事

由により取扱いが遅延又は不能となったとき
④当社が第 50 条により金銭を指定口座へ振込んだ後に損害が発生したとき
⑤当社所定の手続きによる返還もしくは振替の申出がなかったため、お預りした有価証券又は金銭を返還又は振

替しなかったことにより損害が発生したとき
⑥第 26 条第１項第１号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きのごґཔがな

かったことにより損害が発生したとき
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⑦保ޢ預り証券について、お預り当初からᘥᙪ又はその原Ҽとなる事実があったとき
⑧当社が定めるところにより本人確認を行い、本人と認めて求められた事項に応じたことにより損害が発生した

とき
⑨当社が定めるところにより本人確認を行なったが、本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかっ

たことにより損害が発生したとき
２ 外国証券取引に関しては外国証券取引口座約款の免責規定に従った取扱いとなります。

第57条（届出事項の変更खଓき等）
１ 氏名及び住所等申込事項に変更があるときは、お客様は当社所定の手続き（当社が必要と定める公的な書類のఴ

付を含む）によって、遅滞なく当社にお届出ください。
２ お客様について、後見開࢝、保ࠤ開࢝もしくはิॿ開࢝の৹判又は任意後見監督人の選任がՈఉ裁判所によりな

されたときは、直ちにその旨を当社所定の方法によりお届出ください。
３ お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により直ちにお届出ください。 

①お客様が差ԡ、Ծ差ԡ、Ծ処分、租税滞ೲ処分その他これに準ずる処分を受けた場合 
②お客様が民事࠶生手続開࢝、会社更生手続の開࢝、ഁ産手続開࢝、特別ਗ਼算開࢝その他これらに類する申立て

を受け、又は自ら申立てた場合 
③お客様が手形交換所又は電子記録債権法第２条第２項に規定する電子債権記録機関の取引ఀ止処分を受けた場

合
４ 第１項から第 3 項のお申出があったとき、当社は、ށ੶౽本、住民ථのࣸし、ҹؑ証明書等の書類及びその他

当社が必要と認めた書類をご提出又は個人番号カード等をご提示いただくことがあります。この場合に、ҹؑ証
明書がないときは、当社の認める保証人のҹؑ証明書のご提出を求めることがあります。

５ 第１項から第 3 項のお届出があった場合は、当社は相当の手続きをྃするまでは、お取引による金銭の支払い、
有価証券の返還、振替有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求等には応じません。

　 この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

第57条の 2（͓٬༷等報の֬ೝ及びࢿ料の提出、取引の੍ݶ等）�
１ 当社は、お客様（法人のお客様の実質的支配者を含みます。）の৬業・地位、事業の内容、国੶もしくは設立地

国、取引目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項（以下「お客様等情報」といいます。）
又は۩ମ的な取引の内容等に関して、期限を指定して各種確認や当社が信པにると判断する資料の提出をґཔ
することがあります。

 また、お客様は、お客様等情報に変更があった場合又は変更が予定されている場合には、やかに当社に届出る
ものとします。 

２ お客様から正当な理由なく前項の届出がない場合、前項の各種確認や資料提出のґཔに対しԿらճなく指定さ
れた期限が経աした場合、その他お客様がこの約款に違反し又はお客様等情報もしくは۩ମ的な取引の内容等に
রらしお客様との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、入出金を含む取引の一部又は
全部を制限又はఀ止することがあります。

３ 第１項に定める各種確認や資料提出のґཔに対するお客様のճ及び提出資料の内容、۩ମ的な取引の内容、お
客様のઆ明内容その他の事情をྀߟして、当社が国内外のマネー・ローンダリング及びςロ資金供与対ࡦに関連
する法令等、又は経済制裁関係法令等への৮のおそれがあると判断した場合には、入出金を含む取引の一部又
は全部を制限又はఀ止することがあります。

４ 第 2 項及び第 3 項に定めるいずれの取引の制限等についても、お客様からの合理的なઆ明等にもとづき、取引の
制限等をした事由が解消されたと当社が認める場合、当社は第２項及び第３項に基づく取引の制限等を解除します。

第58条（解約）
次のいずれかに該当したときは、この約款による契約はすべて解約されます。

①お客様が当社の定める方法で、この約款による契約をすべて解約する旨を、当社に通知したとき
②お客様のいずれの口座においても金銭及び有価証券の残高がないまま 2 年を経աし、かつ、当社がこの約款

に基づくαーϏεをऴྃさせるા置を取ったとき
③法令に基づく本人確認ができないとき、その他法令諸規則又はこの約款に基づいて当社がお客様に求める事項

に応じていただけなかったとき
④お客様から第 57 条の届出がないため、当社からお客様への連絡がつかず、これが原Ҽで当社の業務に支োをき

たすおそれがあり、かつ、当社が当該契約に基づくαーϏεをऴྃさせるા置を取ったとき
⑤お客様がこの約款の条項のいずれかに違反し、この約款による契約をすべて解約する旨、当社が通告したとき
⑥お客様が、反社会的勢力でないことの確約に関する同意、又は第 3 条の 2 に基づき行った確約並びにこの約

款に基づき求められた事項の申告に関して、違反ないしは虚偽の申告をしたと相当の事由をもって当社が判断
し、当社が解約を申出たとき
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⑦当社が第 57 条の 2 に基づきお客様に情報提供を求めた場合で、お客様が当社が必要と認める情報提供を行わ
なかったとき、又はお客様等情報並びに۩ମ的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽り
があることが明らかになったとき 

⑧お客様が犯ࡑによる収益等のӅಗ又は収受等に関与したと当社が相当の事由をもって判断したとき
⑨お客様又はお客様の代理人が反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申出

たとき
⑩前各号のほか、当社がお客様との取引又はαーϏεの提供を継続することが困難であると相当の事由をもって

判断し、当社が解約を申出たとき
ᶍ当社が当該契約に係る業務を営めなくなり、又は当該業務をऴྃしたとき

第59条（解約に͏ฦؐखଓき）
各契約が解約となった場合のお手続き等は、次のとおりといたします。
１ 各契約が解約となった場合、当社所定の方法により、お預りしている現金・有価証券等を返還いたします。
２ お預りしている現金・有価証券等のうち、本券による返還が困難なもの等については、お客様のご指示により、当社

所定の方法に基づき決済・換金したうえでその代金を返還いたします。
３ 第 1 項による資産の返還に費用（振替遅延の場合の手数料相当額等を含みます。）を要する場合、当社は、お客様

に対し、当社の要した実費の支払いを請求することがありますので、直ちにお支払いください。
４ 当社は前項の手数料について、売却代金等の預り金があるとき、又は̢̧̛ の残高があるときは、それからॆ当するこ

とがあります。また、手数料のお支払いがないときは、保ޢ預り証券又は振替有価証券の償還金、解約金等、収益
の分配金又は利金のお支払いの請求又はお取引の執行に応じないことがあります。

５ 第 1 項から第 4 項までに߆らず、当社は、国内外のマネー・ローンダリング及びςロ資金供与対ࡦに関連する法令等、
又は経済制裁関係法令等の९कのために必要であると合理的に判断する場合には、第 57 条の 2 に定める取引の制
限等に準じたા置をとることができるものとします。

６ 第 1 項又は第 2 項による資産の返還によって、お客様の口座の金銭及び有価証券の残高がなくなった場合、お客様
の口座は閉鎖されます。

第60条（通のԻ）
当社は、お客様との通を録Իすることがあります。録Իされた個人情報は、個人情報の保ޢに関する方に従っ

てݫ正に管理いたします。

第61条（合意管轄）
お客様と当社の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本社の所在地を管轄する裁判所を

指定することができるものとします。

第62条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が
到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

第63条（個人報の取ѻい）
ถ国政及び日本政からの要請により、当社はお客様が外国口座税務ίンϓライΞンε法（̛̖̩̘̖ 
 上の

報告対として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、ถ国税務当
局における課税執行のため、お客様の情報（氏名 � 名称、住所 � 所在地、ถ国ೲ税者番号、口座番号、口座残高、口
座に発生した所得の額、その他ถ国税務当局が指定する情報）をถ国税務当局に提供することがありますが、この
約款の定めにより、お客様の当該情報がถ国税務当局へ提供されることについて同意するものとして取扱います。

①ถ国におけるೲ税義務のある自વ人、法人又はその他の৫
②ถ国におけるೲ税義務のある自વ人が実質的支配者となっているඇถ国法人又はその他の৫
③̛̖ ̩̘ ̖のみにࢀՃしていない金融機関
　（ถ国内国ࡀ入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。）

以上
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 外国証券取引口座約款

第 1 章　総 則
第1条（約款の趣旨）
１ この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券（日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券

をいいます。以下同じ。）の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
２ お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引（以下「国内委託取引」といいます。）、

外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場（店頭市場を含む。以下同じ。）に取り次ぐ取引（以下「外国取引」
といいます。）及び外国証券の国内における店頭取引（以下「国内店頭取引」といいます。）並びに外国証券の当
社への保管（当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発
行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利（以
下「みなし外国証券」といいます。）である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。
以下同じ。）の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものと
します。なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引
により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。

第2条（外国証券取引口座による処理）
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証

券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」（以下「本口座」といいます。）により処理します。

第3条（遵守すべき事項）
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の

金融商品取引所（以下「当該取引所」といいます。）、日本証券業協会及び決済会社（株式会社証券保管振替機構そ
の他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。）の定める諸規則、決定事項及び慣行等、外国証券の売
買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者（預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。
以下同じ。）が所在する国又は地域（以下「国等」といいます。）の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあっ
たときは、その指導に従うものとします。

第 2 章　外国証券の国内委託取引
第4条（外国証券の混合寄託等）　
１ お客様が当社に寄託する外国証券（外国株式等及び外国新株予約権を除きます。以下「寄託証券」といいます。）

は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又
は記載される外国株式等及び外国新株予約権（以下「振替証券」といいます。）については、当社は諸法令並び
に決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行等、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利
の性質に基づき適切に管理するものとします。

２ 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託
証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社
に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、
当該数量を記載又は記録するものとします。

３ 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券（以下「寄託証券等」といい
ます。）は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関（以下「現
地保管機関」といいます。）において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸
規則等に従って保管又は管理します。

４ お客様は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外
国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

第4条の 2（寄託証券に係る共有権等）
１ 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに

当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地
保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済
会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権
利を取得します。

２ 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る
お客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。



…  25  …

第5条（寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付）
１ お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする

場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関（以下、「当社の保管機関」
といいます。）に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。

２ お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

第6条（上場廃止の場合の措置）
１ 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管

機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
２ 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会

社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定
めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱い
ます。

第7条（配当等の処理）
１ 寄託証券等に係る配当（外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発

行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。）、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有
者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭（発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関
の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者
の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。）等の処理は、次の各号に定
めるところによります。
①金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行（外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び

外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。）を通じお客様あてに支払い
ます。

②株式配当（源泉徴収税（寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。）が
課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラン
ト、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以
下同じ。）の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
 決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額

の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むもの
とし、1 株（外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあって
は 1 口（投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては１証券）、カバードワラントにあっては 1 カバー
ドワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。）未満の株券及び決済会社が振込みを指定し
ないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わな
いときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関（外国投資信
託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等に
あっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラン
ト事務取扱機関。以下同じ。）を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が
所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として
当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。

ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
 お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通

じ本口座に振り込むものとします。ただし、１株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事
務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。

③配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うもの
とします。

④第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により
行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意し
た場合には、外貨により支払うことができるものとします。

２ お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号イ及びロに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭（以
下「配当金等」といいます。）の支払方法については、当社所定の方法により当社に指示するものとします。

３ 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います。（円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。）。
４ 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行（第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭

について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。）　が配当金等の受領を確認し
た日に定める対顧客直物電信買相場（当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、
受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場）によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在す
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る国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定め
るレートによるものとします。

５ 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又
は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお
客様から徴収します。

６ 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は
当社が行います。

７ 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配
当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保する
こと又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の
対価をつけないものとします。

第8条（新株予約権等その他の権利の処理）
寄託証券等に係る新株予約権等（新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。）その他の権利の処

理は、次の各号に定めるところによります。
①新株予約権等が付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、

取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
 お客様が所定の時限までに新株式（新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。）の引受けを希

望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わっ
て当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所
定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等
を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、
当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社
が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力
を失います。

ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
　 決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定

の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うと
きは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座
に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき
は、新株式の引受けは行えないものとします。

②株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等（源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受
益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係
るこれらと同じ性質を有するものを含む。）により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本
口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。

③寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株
券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受
領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決
済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配さ
れる株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、
お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払
わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。

④前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤第 1 号イ、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号イ並びに同条第 2 項か

ら第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
⑥第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支

払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、
当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

第9条（払込代金等の未払い時の措置）
お客様が、新株引受権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するた

め当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、
任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結すること
ができるものとします。
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第10条（議決権の行使）
１寄託証券等（外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。）に係る株主総会（外国投資信託受益証券等及び

外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権
者集会を含む。以下同じ。）における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指
示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。

２前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
３第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る

株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書
類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。

４第１項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社
が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお
客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決
権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。

第10条の 2（外国株預託証券に係る議決権の行使）
１ 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当

該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
２ 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
３ 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令

により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議
決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じ
て当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。

４ 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者
が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会
においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主
総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて
別に定めることができるものとします。

第11条（株主総会の書類等の送付等）
１ 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等（外国株預託証券を除く。）又は外国株預託証券に表示され

る権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主（外
国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投
資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者）の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱
機関がお客様の届出た住所あてに送付します。

２ 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は
株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。

　　　　 第 3 章　外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに
募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

第12条（売買注文の執行地及び執行方法の指示）
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様

があらかじめ指示するところにより行います。

第13条（注文の執行及び処理）
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の

各号に定めるところによります。
①外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処

理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
②当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
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第14条（受渡日等）
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
①外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日（その日が休業日に当たる場合は、その

後の直近の営業日）を約定日とします。
②外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して

3 営業日目とします。

第15条（外国証券の保管、権利及び名義）
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めると

ころによります。
①当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。 
②前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③お客様が有する外国証券（みなし外国証券を除く。）が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用

される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された
当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。

④前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券（みなし外国証券を
除く。）が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当
社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みな
し外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。

⑤第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権
利を取得するものとします。

⑥お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応
じて移転が行われるものとします。

⑦お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は
当該保管機関の指定する者とします。

⑧お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理し
ます。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しな
いものとします。

⑨お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関におい

て、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、
お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。

第16条（選別基準に適合しなくなった場合の処理）
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証

券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証
券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。

第17条（外国証券に関する権利の処理）
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって

受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国
等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から
控除するなどの方法によりお客様から徴収します。

②外国証券に関し、新株引受権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定
に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場
の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約
権等はその効力を失います。

③株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本
口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要
請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第１号の規定に準じて処理します。

④前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が
特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。

⑤外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分の
うえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。

⑥株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お
客様の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行
いません。

⑦第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付そ
の他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
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第18条（諸通知）
１ 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。

①募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
②配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③合併その他重要な株主総会議案に関する通知

２ 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決
算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類に
ついては、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の
希望した場合を除いて当社は送付しません。

第19条（発行者からの諸通知等）
１ 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間（海外 CD 及び海外 CP に

ついては 1 年間）保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
２ 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、

その都度お客様が当社に支払うものとします。

第20条（諸料金等）
１ 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。

①外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金
並びに所定の取次手数料を第 14 条 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。

②外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文
の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うもの
とします。

２ お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。

第21条（外貨の受払い等）
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する

当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。

第22条（金銭の授受）
１ 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨（当社

が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限ります。）によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、
別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。

２ 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済につい
ては当社がその全額の受領を確認した日とします。

第 4 章　雑 則
第23条（取引残高報告書の交付）
１ お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受ける

ものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代える
ものとします。

２ 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義
務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書
の交付を受けるものとします。

３ 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっ
ても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代え
て、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。

第24条（共通番号の届出）
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）

その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条５項に規定する個人番号又は同条第
15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の
共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令に規定に従い、お客様の本人確認を
行なうものとします。
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第24条の 2（届出事項）
お客様は、住所（又は所在地）、氏名（又は名称）及び共通番号等を当社所定の方法により当社に届出るものとします。

第25条（届出事項の変更届出）
お客様は、当社に届出た住所（又は所在地）、氏名（又は名称）及び共通番号等に変更のあったときは、直ちにそ

の旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。

第26条（届出がない場合等の免責）
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責

されるものとします。

第27条（通知の効力）
お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、

延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるもの
とします。

第28条（口座管理料）
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うもの

とします。

第29条（契約の解除）
１ 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

①お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
②お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
④お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を

申出たとき
⑤お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認め

て、解約を申出たとき
⑥前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、

やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
２ 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものと

します。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、お客様のご指示により、当社
所定の方法に基づき換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。

　
第30条（免責事項）

次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場（証券取引に係る市場及び外国為替市場を含みますが、

これらに限られません。）の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保
管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害

②電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

第31条（準拠法及び合意管轄）
１ 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様

が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
２ お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の

うちから当社が管轄裁判所を指定することができるもとします。

第32条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基

づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期
が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

第33条（個人データの第三者提供に関する同意）
お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ（住所、氏名、連絡先、
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生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。）が提供されることがあること
に同意するものとします。

①外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減
税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合　　

　当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
②預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において

課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
　当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から

当該手続に係る委任を受けた者
③外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国

以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則（以下「法令等」といいます。）に基づく書類の作成、法令等に
基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行ううえで必要となる統計
データの作成を行う場合　　

　当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは
保管機関

④外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局（当該監督当局の認可を受けた自主規制機関
を含む。以下この号において同じ。）が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商
品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内
容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合

　当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関

以上
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̢̧̛ ྦྷੵࢿ約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様と̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）との間の、当社の取扱う̢̧ （̛マネー・
リβーϒ・ファンド）受益権（以下「̢̧̛」といいます。）のྦྷੵ投資に関する取決めです。当社は、この約款に従っ
て̢̧̛のྦྷੵ投資の委任に関する契約（以下 ň契約ŉ といいます。）をお客様と締結いたします。

第2条（ਃ込方法）
１ お客様は、当社所定の方法によって契約を申込みしていただきます。
２ 契約が締結されたときは、当社は直ちに̢̧̛ྦྷੵ投資口座を設定いたします。

第3条（金銭の払込）
お客様は、̢̧̛の買付けにあてるため、1 ճの払込みにつき目論見書に定められている最低取引単位以上の金

銭（以下「払込金」といいます。）をその口座に払込むことができます。ただし、当社が別に定める払込方法につい
ては、上記以外の払込単位とさせていただきます。

第4条（買付時ظ及びՁֹ）　
１ 本約款において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
２ 払込日が営業日の場合、当社は、お客様からの払込金の受入れをもって̢̧̛の買付けの申込みがあったものと

して取扱い、正ޕまでに当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては払込日の当日に、正ޕをաぎて
当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては、払込日のཌ営業日に̢̧̛をお客様に代わって買付け
ます。ただし、払込金を払込日の正ޕ以前に受入れようとする場合において払込日の前日の基準価額が当初設
定時の 1 口のݩ本価額（1 口ʹ 1 円）を下ճっているときは、買付けの申込みに応じないものとします。なお、
上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、当社内で入金が確認され、所定の事務処理をྃした
ものに限ります。営業日以外の日に払込金を受入れた場合は、払込日のཌ営業日の正ޕまでに̢̧̛の買付けの
申込みがあったものとして取扱い払込日のཌ営業日に̢̧̛をお客様に代わって買付けます。

３ 前項の買付価額は、買付日の前日の基準価額といたします。
４ 営業日の正ޕをաぎて払込金を受入れた場合及び営業日以外の日に払込金を受入れた場合において、払込日のཌ

営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口のݩ本価額（1 口ʹ 1 円）を下ճったときは、第 2 項及び第 3 項
の規定にかかわらず、払込日のཌ営業日以߱最初の買付けにかかる基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初
設定時の 1 口のݩ本価額（1 口ʹ 1 円）に෮した計算日の基準価額により、当該計算日のཌ営業日に、̢̧̛
をお客様に代わって買付けます。

５ 買付けされた̢̧̛の所有権並びにそのݩ本、又は果実に対する請求権は、当該買付日からお客様に帰ଐするも
のといたします。

第5条（受ӹ権の管理）
この契約によって買付けられた̢̧̛は、振替決済口座に記載又は記録により管理されます。

第6条（Ռ࣮の࠶ࢿ）
１ ̢̧̛の果実は、前月の最ऴ営業日（そのཌ日以߱に買付けした場合については、当該買付日）から当月の最ऴ

営業日の前日までの分を、当月の最ऴ営業日に、お客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に܁入
れ、その全額をもって当月最ऴ営業日の前日の基準価額で、̢̧̛をお客様に代わって買付けます。

２ 当月の最ऴ営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口のݩ本価額（1 口ʹ 1 円）を下ճった時は、前項の規
定にかかわらず、最ऴ営業日以߱最初に、買付けにかかる基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定時の
1 口のݩ本価額（1 口ʹ 1 円）に෮した計算日の基準価額により、当該計算日のཌ営業日に̢̧̛をお客様に代
わって買付けます。

第7条（ฦ　ؐ）
１ お客様は、自己の所有する̢̧̛を当社所定の方法により返還を請求することができます。この場合、当該請求

にかかる̢̧̛については、返還の請求があった日のཌ営業日（以下「受渡日」といいます。）の前日の基準価
額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。

２ 当社が相応の事由があると認めた場合、お客様は前項の返還方法の他、買取請求の方法により金銭の返還を受け
ることができます。この場合、当該請求にかかる̢̧̛については、買取請求日前日の基準価額をもって当該̢
̧̛を買取り、以下に定める買取りによる返還金の引渡しをもって返還にかえるものとします。

３ 返還請求の対は本契約の解約の場合を除き、ݩ本部分のみとし、分配金の返還は行いません。ただし第 1 項
にもとづき最ऴ営業日にݩ本に入れられた࠶投資口数に相当する部分については、当該最ऴ営業日のཌ営業日
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以߱返還請求を行えるものとします。
４ 第 1 項及び第 2 項の請求及び返還は、所定の手続によってこれを行うものとします。
第8条（解　約）
１ この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。

①総合取引約款第 58 条の解約事由に該当したとき
②お客様から当社所定の方法により解約のお申出があったとき
③̢̧̛が償還されたとき

２ この契約が解約されたときは、当社は保管中の̢̧̛及び果実を第 7 条に準じてお客様に返還いたします。

第9条（取引及び残高の報告）
当社は、お客様のその都度の取引にかかる取引明ࡉ及び受益権残高の報告は取引残高報告書を通じて行うものと

します。

第10条（ਃ込事項等の変更）
１ 氏名及び住所等の申込事項に変更があったときは、お客様は当社所定の方法によって遅滞なく当社に届出ていた

だきます。
２ 前項のお届出があったとき、当社は、ށ੶ঞ本、ҹؑ証明書、その他必要と認める書類等をご提出いただくこと

があります。

第11条（その他）
１ 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いい

たしません。
２ 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。　　　　　　　　　　　

①当社所定の手続きにより返還の申出がなかったためにこの契約に基づく̢̧̛又は果実を返還しなかった場合
②天災地変その他の不可抗力により、この契約に基づく̢̧̛の買付け、又は、̢̧̛又は果実の返還が遅延した

場合
３ この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に

基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生
時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

４ 当社は、お客様から特ஈのお申出がない限り、お客様がこの契約に基づき取引される .3' の目論見書の交付を
受けないことに同意したとみなし、以後当該目論見書の交付をলུします。

以上
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Ճܕࢿ৴託ྦྷੵࢿ約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様と̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）との、当社の取扱う公社債投資信託
を除く投資信託受益権（以下「Ճܕ投信」といいます。）のྦྷੵ投資に関する取決めです。当社は、この約款に従っ
てྦྷੵ投資の委任に関する契約（以下 ň契約ŉ といいます。）をお客様と締結いたします。

第2条（ਃ込方法）
１ お客様は、当社所定の方法によって契約を申込みしていただきます。ただし、すでに他のྦྷੵ投資口において契

約が締結されているときは、第 1 ճ目の払込みをもってお客様からのお申出により契約の申込みが行われたも
のとします。

２ 契約が締結されたときは、当社は直ちにՃܕ投信ྦྷੵ投資口座を設定いたします。

第3条（金銭の払込）
お客様は、Ճܕ投信の買付けにあてるため、1 ճの払込みにつき各ྦྷੵ投資口にかかる目論見書に定められて

いる最低取引単位以上の金銭（以下「払込金」といいます。）をその口座に払込むことができます。ただし、当社が
別に定める払込方法については、上記以外の払込単位とさせていただきます。

第4条（買付時ظ及びՁֹ）
１ お客様は、当社を通じてこの契約に係わるՃܕ投信の買付けを申込むことができます。この場合、当該投資信

託の目論見書に定める買付時期に従い買付けを行います。
２ 買付価額は、買付日の価額に所定の手数料及び消費税等をՃえた金額といたします。買付けられたՃܕ投信の

所有権並びにそのݩ本又は果実に対する請求権は、原則として、当該買付日のཌ営業日からお客様に帰ଐするも
のとします。

第5条（受ӹ権の管理）
１ この契約によって買付けられたՃܕ投信は、振替決済口座に記載又は記録により管理されます。
２ 振替法に基づかないՃܕ投資受益証券は、すべて当社において、他のお客様のՃܕ投資受益証券と混合して

大券にて保管いたします。この場合においては、次の事項についてご同意いただいたものとして取扱います。
①当社で保管しているՃܕ投資受益証券に対し、寄託されたՃܕ投資受益証券の額に応じて共有権を取得す

ること
②新たにՃܕ投資受益証券を寄託するとき又は寄託されたՃܕ投資受益証券を返還するときは、そのՃܕ

投資受益証券の寄託又は返還については、Ճܕ投資受益証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
③当社は、Ճܕ投資受益証券にかかる保管を、信託銀行等に࠶寄託することがあること

３ 当社は、当該保管にかかるՃܕ投資受益証券につき、保管料を申し受けることがあります。

第6条（Ռ࣮の࠶ࢿ）
Ճܕ投信の果実は、お客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に܁入れ、その全額をもって決算

日の価額により同一銘柄のՃܕ投信を買付けます。

第7条（ฦؐ）
１ お客様は、当社を通じてこの契約にかかるՃܕ投信の返還を請求することができます。この場合、当該請求に

かかるՃܕ投信を換金のうえ、その代金を返還いたします。
２ 前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は、お客様があらかじめ指定した銀行預金口座

へ振込むことにより返還いたします。

第8条（解約）
１ この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。

①総合取引約款第 58 条の解約事由に該当したとき
②お客様から当社所定の方法により解約のお申出があったとき
③Ճܕ投信が償還されたとき

２ この契約が解約されたときは、当社は第 7 条に準じて保管中のՃܕ投信を返還いたします。
第9条（取引及び残高の報告）
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当社は、お客様のその都度の取引にかかる取引明ࡉ及び受益権残高の報告は取引残高報告書を通じて行うものとします。

第10条（ਃ込事項等の変更）
１ 氏名及び住所等の申込事項に変更があるときは、お客様は当社所定の方法により遅滞なく当社に届出ていただき

ます。
２ 前項のお届出があったときは、ށ੶ঞ本、ҹؑ証明書、その他当社が必要と認める書類等をご提示いただくこと

があります。

第11条（その他）
１ 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他のいかなる名目によっても対価をお支払い

いたしません。
２ 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。

①当社所定の方法により返還の申出がなかったためにこの契約にかかるՃܕ投信を返還しなかった場合
②天災地変その他不可抗力により、この契約にかかるՃܕ投信の買付け、もしくは返還が遅延した場合

３ この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に
基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生
時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ΞηοτɾΞΫηϧ取扱約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様と̢̥̬日本証券株式会社（以下「当社」といいます。）との投資信託受益権（以下「投資信託」
といいます。）の定時定額の購入αーϏε（「Ξηット・ΞΫηϧ」以下「本αーϏε」といいます。）に関する取決
めです。お客様は、本αーϏε内容をे分に理解し、自らの判断と責任において本αーϏεを利用するものとします。

第2条（買付ฑの選ఆ）
本αーϏεによって買付けできる投資信託は、当社が選定する銘柄（以下「選定銘柄」といいます。）とします。

お客様は、選定銘柄の中から 1 つ以上の銘柄を指定し、（以下「指定銘柄」といいます。）買付けの申込みを行うも
のとします。

第3条（払込方法の指ఆ）
お客様は、当社所定の収ೲ代行会社を通じて行う「指定預ஷ金口座からの振替」又は当社が取扱う「̢̧̛から

の振替」いずれかの払込方法を指定し買付けの申込みを行うものとします。

第4条（ਃ込方法）
お客様は、当社所定の方法により申込みを行い、当社が承諾した場合に、本αーϏεを利用できます。
①お客様は、各指定銘柄のྦྷੵ投資口ごとに、契約を申込むものとします。
　なお、本αーϏεはご契約額が当社が定めた額以上の申込とします。
②すでに他のྦྷੵ投資口において申込みが行われ契約が締結されているときは、第 1 ճ目の払込金の払込をもっ

て当該ྦྷੵ投資口（すでに契約が締結されている場合を除く。）の契約の申込みが行われたものとします。

第5条（ਃ込༰の変更）
お客様は、当社所定の方法により、申込内容の変更を行うことができます。

第6条（金銭の払込）
お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、ຖ月あらかじめお客様が申出た一定額の金銭（以下「払込金」とい

います。）を、本約款第 8 条の定めに基づく方法により払込むものとします。

第7条（買付͚の方法）
当社は、第 6 条により払込まれた払込金で、第 8 条の定めに基づく買付けを行います。

第8条（買付時ظ及びՁֹ）
当社は、お客様の指定銘柄の買付け申込みを以下のように取扱います。なお、本規定において営業日とは国内の

金融商品取引所の休業日以外の日を指します。ただし、目論見書において申込不可日とされている日は買付けの申
込は出来ません。また、休業日及び申込不可日に買付けができなかった場合、申込受付࠶開営業日に買付けするこ
ととします。

①指定預ஷ金口座からの振替の場合（引མܕΞηット・ΞΫηϧ）は、原則としてຖ月 7 日（休日の場合はཌ営業日）
に買付けの申込みがあったものとして買付けを行います。ただし、指定銘柄が̢̧̛の場合は、原則としてຖ
月 8 日

②休日の場合はཌ営業日に買付けの申込みがあったものとして買付けを行います。
③当社が取扱う̢̧̛からの振替の場合（振替ܕΞηット・ΞΫηϧ）は原則としてຖ月 15 日（休日の場合は

ཌ営業日）に買付けの申込みがあったものとして買付けを行います。
④第 1 号及び第 2 号の買付価額は、指定銘柄にかかる目論見書に定める価額とします。
⑤第 1 号及び第 2 号にかかわらず、営業日が連続して休日となる場合（年年࢝等）は、上記に定める買付日が

ཌ営業日以߱に変更となる場合があります。

第9条（Ռ࣮及びঈؐ金の࠶ࢿ）
果実及び償還金の࠶投資は、それͧれ指定銘柄にかかる目論見書に基づいて行うものとします。
なお、この場合買付けの手数料は無料となります。

第10条（取引及び残高の通知）
当社は、本αーϏεに基づくお客様への取引明ࡉ及び残高の通知を次の各号により行うものとします。
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①取引の明ࡉ
当社は、第 7 条（買付けの方法）及び第 8 条（買付時期及び価額）に基づく取引の明ࡉについては、࢛期ごと
に、期間中の銘柄ごとの買付明ࡉ等を記載した取引残高報告書により通知します。
②金銭及び残高明ࡉ
当社は、指定銘柄の買付金及び残高について、上記に定める書面に記載してお客様に通知します。

第11条（選ఆฑの除外）
指定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものと

します。この場合、当社は、お客様に通知するものとします。
①当該選定銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
②その他当社が必要と認める場合

第12条（解約）
本αーϏεは、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
①総合取引約款第 58 条の解約事由に該当したとき
②お客様から当社所定の方法により解約のお申出があったとき
③当社が本αーϏεを営むことができなくなったとき
④引མܕΞηット・ΞΫηϧの指定預ஷ金口座からの引མにおいて、当社が定める一定期間　（５ϲ月）連続して

引མが不可能となったとき
⑤振替ܕΞηット・ΞΫηϧの̢̧̛残高からの振替において、当社が定める一定期間連続して引མが不可能と

なったとき
⑥当社が本αーϏεの解約を申出たとき

第13条（その他）
１ 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
２ 第10条（取引及び残高の通知）の規定に従い、お客様に対し当社よりなされた本αーϏεに関する諸通知が、転居、

不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきとき
に到着したものとして取扱うことができるものとします。

３ この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に
基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生
時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

４ 本約款に別ஈの定めがないときには、総合取引約款に従うものとします。
５ 当社は、お客様から特ஈの申出がない限り、お客様がこの契約に基づいて保有中の投資信託に係る目論見書の交

付を受けないことに同意したとみなし、当該目論見書の交付をলུします。

以上
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ࢿ৴託डӹݖৼସܾࡁ口座ཧ約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」といいます。）に基づく振替制度において取扱う
投資信託受益権に係るお客様の口座（以下「振替決済口座」といいます。）を当社に開設するに際し、当社とお客様
との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証
券保管振替機構（以下「機構」といいます。）の社債等に関する業務規ఔに定めるものとします。

第2条（ৼସ決ࡁ口座）
１ 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座において開設します。
２ 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内༁区分を設けます。この場合において、質権の目的である投

資信託受益権の記載又は記録をする内༁区分（以下「質権口」といいます。）と、それ以外の投資信託受益権の
記載又は記録をする内༁区分（以下「保有口」といいます。）とを別に設けて開設します。

３ 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

第3条（ৼସ決ࡁ口座の։ઃ）
１ 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の方法によりお申込みいただきます。その

際、犯ࡑによる収益の移転止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
２ 当社は、お客様から当社所定の方法による振替決済口座の開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞

なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
３ 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務

規ఔその他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構がߨずる必要なા置並びに機構
が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に
係る承諾があったものとして取扱います。

第3条の 2（共通番号の届出）
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といます。）

その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第 2 条第 5 項に規定する個人
番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定め
る場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確
認を行なわせていただきます。

第4条（契約ؒظ等）
１ この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する３月日までとします。
２ この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満ྃ日のཌ日から１年間継続されるものとします。なお、

継続後も同様とします。

第5条（当ࣾの届出事項）
総合取引の申込み時に届出された住所、氏名又は名称及び生年月日、法人の場合における代表者の役৬、氏名及

び共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日及び共通番号等とします。

第6条（ৼସのਃ）
１ お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当

社に対し、振替の申請をすることができます。
①差ԡえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請をې止されたもの
②法令の規定によりې止されたৡ渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替ఀ止の営業日において振替を行うもの（当社の口座を振替先

とする振替の申請を行う場合を除きます。）
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替ఀ止の期間（以下「振替ఀ止期間」といいます。）

中の営業日において振替を行うもの（当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）
⑤償還日ཌ営業日において振替を行うもの（振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする

振替の申請を行う場合を除きます。）
⑥販社外振替（振替先又は振替ݩが指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替

情報管理機能を利用するものをいいます。）を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を
行うもの
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イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替ఀ止の営業日の前営業日（振替を行う日の前営業日以前
に振替の申請を行う場合を除きます。）

ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替ఀ止の営業日
ϋ 償還日前ʑ営業日までの振替ఀ止期間中の営業日（当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除

きます。）
χ 償還日前営業日（当該営業日が振替ఀ止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前

に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替ఀ止期間に該当する場合においては、当社の口座
を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）

ϗ 償還日
ϔ 償還日ཌ営業日

⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付け
ないもの

２ お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定のґཔ書に
記入のうえ、ご提出ください。
①当該振替において減গ及び૿Ճの記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客様の振替決済口座において減গの記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、૿Ճの記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日

３ 前項第 1 号の口数は、1 口の数ഒ（目論見書に定める単位（同目論見書においてෳ数の一部解約単位が規定
されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位）が 1 口超の数の場合は、その
単位の数ഒとします。）となるよう提示しなけれなりません。

４ 振替の申請が、振替決済口座の内༁区分間の場合には、第 2 項第３号の提示は必要ありません。また、同項第
４号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。

５ 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請が
あったものとして取扱います。

第7条（他の口座管理ػ関のৼସ）
１ 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他

の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受
け付けない場合、当社は振替の申出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れる
ときは、渡し方のґཔ人に対し振替に必要な事項（当社及び口座開設している営業所名、口座番号、口座名等。
担保の設定の場合はՃえて、保有口か質権口の別等）をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、
正しく手続きが行われないことがあります。

２ 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替ґཔ書によりお申込みください。

第8条（୲保のઃఆ）
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行う

ものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。

第9条（ຣফਃのҕ）
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併

合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する
手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

第10条（ঈؐ金、解約金及びऩӹ配金の代理受ྖ等）
１ 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権（差ԡえを受けたものその他の法令の規定により抹消又

はその申請をې止されたものを除きます。）の償還金（܁上償還金を含みます。以下同じ。）、解約金及び収益分
配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様
のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれ、お客様の振替決済口
座に記載又は記録がされている投資信託受益権（差ԡえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申
請をې止されたものを除きます。）の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振
替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
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第11条（͓٬༷の࿈བྷ事項）
１ 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

①償還期限（償還期限がある場合に限ります。）
②残高র合のための報告。ただし、取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告

２ 前項の残高র合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年１ճ以上ご
通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高র合のため
の報告内容を含めて行いますから、その内容にご不৹のがあるときは、やかに当社の法務・ίンϓライΞン
ε部まで直ご連絡ください。

３ 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達
しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

４ 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資Ո（金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資Ո（同
法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資Ո以外の顧客とみなされる者を除き、同法 34 条の 3 第 4 項（同
法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資Ոとみなされる者を含みます。）
をいいます。）である場合であって、当該お客様からの第２項に定める残高র合のためのご報告（取引残高報告
書による通知を含みます。以下本項において同じ。）に関する事項についてのর会に対してやかにճできる
ମ制が備されている場合には、当社が定めるところにより残高র合のためのご報告を行わないことがあります。

５ 当社は、第 2 項に定める残高র合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについ
ては、第 2 項の規定にかかわらず、残高র合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバςΟϒ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバςΟϒ取引等に係る取引の条件を記載した契約書

第12条（届出事項の変更खଓき）
１ 氏名又は名称、法人の場合における代表者の役৬、氏名、住所及び共通番号その他の届出事項に変更があったと

きは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、ҹؑ証明書、ށ੶ঞ本、住民ථのࣸし等の書
類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示いただくことがあります。

２ 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きをྃした後でなけれ投資信託受益権の振替又は抹消、契
約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

３ 第 1 項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所及び共通番号等をもって、氏名又は名称、住所及び共通
番号等とします。

第13条（口座管理料）
１ 当社は、口座を開設したときは、当社が定める方法により所定の料金をいただきます。
２ 当社は、前項に定める口座管理料のお支払いがない場合、投資信託受益権の解約代金等より予告なしにॆ当する

場合があります。また、保ޢ預り証券の返還のご請求に応じないことがあります。

第14条（当ࣾの࿈ଳ保証義）
機構が、振替法等に基づき、お客様（振替法第 11 条第 2 項に定めるՃ入者に限ります。）に対して負うこととさ

れている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連ଳして保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超աして振替口座

に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超ա記載又は記録に係る義務を履行しなかったことに
より生じた投資信託受益権の超ա分（投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。）の
償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務

②その他、機構において、振替法に定める超ա記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害
のഛ償義務

第15条（ߏػに͓いͯ取ѻ͏ࢿ৴託受ӹ権のҰ෦のฑの取ѻいΛ行Θない場合の通知）
１ 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
２ 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお合せがあった場合には、お客様にその

取扱いの可൱を通知します。

第16条（解約等）
１ 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、

直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条におい
て定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条
による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
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①お客様から解約のお申出があったとき
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④口座残高がなくなってから一定期間を経աしたとき
⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑥お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を

申出たとき
⑦お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、

解約を申出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき

２ 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替がྃした日までの手数料相
当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金にॆ当しますが、不額
が生じたときは、直ちにお支払いください。

３ 当社は、前項の不額を引取りの日に第 13 条第１項の方法に準じて自動引མしすることができるものとします。
この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等からॆ当することができるものとします。

第17条（解約時の取ѻい）
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭につい

ては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

第18条（ٸۓ措置）
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店ฮ等のՐ災等ۓ急を要するときは、

当社はྟ機の処置をすることができるものとします。

第19条（免責事項）
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 12 条第１項による届出の前に損害が生じた場合
②災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責に帰すべき事由によらず記録設備のނো等が発生

したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合
③前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金

が遅延した場合
④第 18 条の事由により当社がྟ機の処置をした場合 

第20条 	 ৼସ法に基ͮくৼସ੍のҠ行खଓき等に関する同意 

振替法のࢪ行にい、お客様が有する特ྫ投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、

お客様から当該特ྫ投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入の記
載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づ
き、第１号及び第２号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと、並びに第３号及び第４号に掲げる事項につき、
ご同意いただいたものとして取扱います。

①振替法ෟ則第 32 条において準用する同法ෟ則第 14 条において定められた振替受入の記載又は記録に関す
る振替機関への申請

②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等（受益証券の提出など）
③振替口座への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特ྫ投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の

業務規ఔその他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること

第21条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の

4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力
発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ಛఆ口座にΔ্ࣜגอ委託約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様が特定口座内上場株式等（租税特別ા置法第 37 条の11の 3 第 1 項に規定されるものをいい
ます。以下、同じです。）のৡ渡に係る所得計算等の特ྫを受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等
の振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託（以下「保管の委託等」といいます。）について、同条第 3 項第 2 号
に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

第2条（ಛఆ口座։ઃ届出書等の提出）
１ お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、当社所定の方法により、特定

口座開設届出書を提出（当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。以下、特定口座に関連する届出書等に
ついて租税特別ા置法及び関連政ল令に同様の定めがある場合において同じ。）しなけれなりません。

２ お客様が特定口座内保管上場株式等のৡ渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社
に対し、特定口座源泉徴収選届出書を提出しなけれなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選届出書が
提出された年のཌ年以後の特定口座内保管上場株式等のৡ渡ついては、お客様から源泉徴収を選しない旨の申
出がない限り、当該特定口座源泉徴収選届出書の提出があったものとみなします。

３ お客様が当社に対して源泉徴収選口座内配当等受入開࢝届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株
式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当
等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等のৡ渡による所得について、源
泉徴収を選しない旨の申出を行うことはできません。

第3条（ಛఆ保管צఆに͓͚る保管のҕ託等）
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定（当該口座に保管の委託

等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定
をいいます。以下、同じです。）において行います。

第4条（ॴಘ金ֹ等のࢉܭ）
特定口座における上場株式等のৡ渡損益の計算は、租税特別ા置法第 37 条の 11 の 3（特定口座内保管上場株式

等のৡ渡等に係る所得計算等の特ྫ）、同法第 37 条の 11 の 4（特定口座内保管上場株式等のৡ渡による所得等に
対する源泉徴収等の特ྫ）、租税特別ા置法等の一部を改正する法律（ฏ成 14 年法律第 15 号）ෟ則第 13 条及び関
係政ল令に基づき行われます。

第5条（ಛఆ口座に受ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ（租税特別ા置法第 29 条の 2 第 1 項の適用を

受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。）を受入れます。
①第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は

当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
②当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の

全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③当社が行う上場株式等の募集（金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限り

ます。）により取得した上場株式等
④当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等

のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤お客様が相続（限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。）又はҨଃ（แׅҨଃのうち、限定承認に係

るものを除きます。以下、同じです。）により取得した当該相続に係るඃ相続人又は当該Ҩଃに係るแׅҨଃ者
の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等
で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等

⑥特定口座内上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により
取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方
法により行われるもの

⑦特定口座内上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律
第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株
予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託をする方法より行なわれるもの

⑧特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併（法人課税信託に係る信託の合併を含みます。合併法人の株式若
しくは出資又は合併会社のいずれか一方のみの交付が行なわれるもの（当該法人の株主等に当該合併法人の株
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式若しくは出資又は合併法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る༨金の配当、利益の配
当または༨金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買
取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。）に限ります。）により取得する当該
合併法人の株式若しくは出資又は合併法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行
われるもの

⑨特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合（当該投資信託の受益者に当該併合
に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの（投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取
請求に基づく対価とし交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。）に限ります。）により取得す
る新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行なわれるもの

⑩特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割（分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継法
人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行なわれるもの（当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式
又は分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する༨金の配当または利益の配当として交付された
分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。）に限ります。）により取得する当該
分割承継法人の株式または当該分割承継法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法によ
り行われるもの

ᶍ特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換
全法人の法人の株式又は同条第全法人の株式若しくは当該株式交換 2 項に規定する株式移転により
取得する株式移転全法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの

ᶎ特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取
得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取
得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行なわれるもの

ᶏ特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若しくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の
割当てを受ける権利又は新株予約権の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予
約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法
により行われるもの

ᶐ前各号のほか、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等

第6条（ৡ渡の方法）
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等のৡ渡については、当社への売委託による方法、当社に

対してする方法その他租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。

第7条（ಛఆ口座保管上場株ࣜ等の払出しに関する通知）
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした

当該上場株式等の租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第ೋ号イに定めるところにより計算した金額、
同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理৫を使用する方法その他の
情報通信のٕज़を利用する方法により通知いたします。

第8条（ಛఆ口座保管上場株ࣜ等のҠ管）
当社は、第 5 条（特定口座に受入れる上場株式等の範囲）第 2 号に規定する移管は、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条

の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。

第9条（૬ଓ又はҨଃによるಛఆ口座の受ೖΕ）
当社は、第 5 条（特定口座に受入れる上場株式等の範囲）第 5 号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税

特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号又は第 4 号及び同条第 15 項から第 17 項までに定めるところによ
り行います。

第10条（ؒ取引報告書等の送付）
１ 当社は、租税特別ા置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、ཌ年 1

月 31 日までにお客様に交付いたします。
２ 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日のଐする月のཌ月日までに特定口座

年間取引報告書をお客様に交付いたします。
３ 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務ॺに提出いたします。
４ 当社は、租税特別ા置法第 37 条の11の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座

において上場株式等のৡ渡等が行なわれなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取
引報告書を、ཌ年の1月 31日までにお客様に交付いたします。
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第11条（契約の解除）
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様が当社に対して租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の10 の7 第 1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したと

き
②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の10 の 8 に規定する特定口座開設者ࢮ届出書の提出があり相続・Ҩଃの手続き

がྃしたとき
③お客様が出国により居住者又は国内にٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者に該当しないこととなった場合に、租税特別ા

置法ࢪ行令第 25 条の10 の 5 第 1項の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④総合取引約款第 58 条の解約事由に該当したとき

第12条（ಛఆ口座Λ通͡た取引）
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

第13条（ಛఆ口座ެࣾ࠴等のՁࣦに関する事࣮֬ೝ書類の交付）
特定口座内公社債等の発行会社についてਗ਼算結ྃ等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失

われた場合に該当したときには、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値失株券等の銘柄、
当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、
その価値失の金額は、特定口座における上場株式等のৡ渡損益の計算には含まれません。

第14条（合意管轄）
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちか

ら当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第15条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基

づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期
が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ಛఆ口座にΔ্ࣜגडྖ委にؔ Δ͢約款
第1条（約款の趣旨）

この約款は、お客様が租税特別ા置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選口座内配当等に係る所
得計算及び源泉徴収等の特ྫを受けるために当社に開設された特定口座（源泉徴収選口座に限ります。）における
上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にする
ための取決めです。

第2条（ݯઘऩ選口座で受ྖする上場株ࣜ配当等のൣғ）
１ 当社はお客様の源泉徴収選口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上

場株式等の配当等（租税特別ા置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。）に該当する
もの（当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座に記載若しくは記録がされ、又は当該
営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。）のみを受入れます。
①租税特別ા置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等（同条第 1 項に規定する国外一ൠ公社債

等の利子等を除きます。）で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別ા置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等ӡ用投資信託等の配当等以外の国外投資

信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別ા置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得

税が徴収されるべきもの
④租税特別ા置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得

税が徴収されるべきもの
２ 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等をその支払をする者から受

け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選口座に設けられた特定上場株
式配当等勘定に受け入れます。

第3条（ݯઘऩ選口座配当等受ೖ։࢝届出書等の提出）
１ お客様が租税特別ા置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選口座内配当等に係る所得計算及び源

泉徴収等の特ྫを受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別ા置法第 37
条の 11 の 6 第 2 項及び同法ࢪ行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選口座内配当等受入開
届出書」を提出（当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。以下、源泉徴収選口座に関連する届出書࢝
等について租税特別ા置法及び関連政ল令に同様の定めがある場合において同じ。）しなけれなりません。

２ お客様が租税特別ા置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選口座内配当等に係る所得計算及び源
泉徴収等の特ྫを受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別
ા置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法ࢪ行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選口座内
配当等受入ऴྃ届出書」を提出しなけれなりません。

第4条（ಛఆ上場株ࣜ配当等צఆに͓͚る処理）
源泉徴収選口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選口座に設けられた特定

上場株式配当等勘定（上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行な
うための勘定）において処理いたします。

第5条（ॴಘ金ֹ等のࢉܭ）
源泉徴収選口座内配当等に係る所得計算は、租税特別ા置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政ল令の規

定に基づき行なわれます。

第6条（契約の解除）
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

①お客様から租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
②お客様が出国により居住者又は国内にٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者に該当しないこととなった場合に、関係法

令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③お客様の相続人から租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者ࢮ届出書の提出があ

り、相続・Ҩଃの手続きがྃしたとき
④総合取引約款第 58 条の解約事由に該当したとき
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第7条（合意管轄）
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうち

から当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第8条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に

基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生
時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ඇ՝੫্ࣜגཧɺඇ՝੫ྦྷੵࢿ及び
ಛఆඇ՝੫ྦྷੵࢿにؔ Δ͢約款

第1条（約款の趣旨）
１ この約款はŊ お客様が租税特別ા置法第 9 条の 8 に規定するඇ課税口座内のগ額上場株式等に係る配当所得の

ඇ課税及び租税特別ા置法第 37 条の 14 に規定するඇ課税口座内のগ額上場株式等に係るৡ渡所得等のඇ課税
の特ྫ（以下、「ඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫ」といいます。）の適用を受けるために、̢̥̬日本証券株式会
社（以下、「当社」といいます。）に開設されたඇ課税口座についてŊ 租税特別ા置法第 37 条の 14 第 5 項第 2
号及び第 4 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

２ お客様と当社との間における、各αーϏε、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場
合を除き、当社の「取引約款・規定集」その他の当社が定める契約条項及び租税特別ા置法その他の法令により
ます。

第2条（ඇ՝੫口座։ઃ届出書等の提出等）
１ お客様がඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるためにはŊ 当該ඇ課税の特ྫの適用を受けようとする年

の当社が定める日までに、当社に対して租税特別ા置法第 37 条の 14 第５項第１号、第 10 項及び第 19 項に
基づき「ඇ課税口座開設届出書」（طに当社以外の証券会社又は金融機関においてඇ課税口座を開設しており、
新たに当社にඇ課税口座を開設しようとする場合には、「ඇ課税口座開設届出書」及び「ඇ課税口座廃止通知書」
若しくは「勘定廃止通知書」、طに当社にඇ課税口座を開設している場合で当該ඇ課税口座に勘定を設定しよう
とする場合には、「ඇ課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」）を提出（当該届出書に記載すべき事項の提
供を含みます。以下、ඇ課税口座に関連する届出書、ґཔ書等について租税特別ા置法及び関連政ল令に同様の
定めがある場合において同じ。）するとともに、当社に対して同法第 37 条の 11 の３第４項に規定するॺ名用
電子証明書等を送信し、又は租税特別ા置法ࢪ行規則第 18 条の 12 第３項に基づき同項各号に掲げる者の区分
に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号（お客様が租税特別ા置法ࢪ行令
第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、租税特別ા置法その
他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。

 ただし、「ඇ課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、ඇ課税口座を࠶開設しようとする年（以下「࠶
開設年」といいます。）又はඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ投資勘定若しくは特定ඇ課税管理勘定を
の前年（。といいます「設定年࠶」以下）設定しようとする年࠶ 10 月１日から࠶開設年又は࠶設定年の̕月 30
日までの間で当社が定める期間に提出してください。また、「ඇ課税口座廃止通知書」が提出される場合において、
当該廃止通知書の交付の基Ҽとなったඇ課税口座において、当該ඇ課税口座を廃止した日のଐする年分のඇ課税
管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定に上場株式等の受入れが行なわれていた場
合には、当該ඇ課税口座を廃止した日から同日のଐする年の̕月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理するこ
とができません。

２ ඇ課税口座を開設したことがある場合には、「ඇ課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」がఴ付されてい
る場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「ඇ課税口座開設届出書」の提出をすることはできま
せん。

３ お客様がඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けることをやめる場合にはŊ 租税特別ા置法第 37 条の 14 
第 16 項に規定する「ඇ課税口座廃止届出書」を提出してください。

４ 当社が「ඇ課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、
当社はお客様に租税特別ા置法第 37 条の 14 第 5 項第 10 号に規定する「ඇ課税口座廃止通知書」を交付します。
①１月１日から̕月 30 日までの間で当社が定める期間に受けた場合
　ඇ課税口座に「ඇ課税口座廃止届出書」の提出を受けた日のଐする年分のඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定又は

特定ྦྷੵ投資勘定が設けられていたとき
② 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
　ඇ課税口座に「ඇ課税口座廃止届出書」の提出を受けた日のଐする年分のཌ年分のඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資

勘定又は特定ྦྷੵ投資勘定が設けられることとなっていたとき
５ お客様が当社のඇ課税口座に設けられるべきඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税

管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、ඇ課税口座に当該ඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投
資勘定、特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定が設けられる日のଐする年（以下「設定年」といいます。）
の前年 10 月１日から設定年の̕月 30 日までの間で当社が定める期間に、租税特別ા置法第 37 条の 14 第 13
項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以
前に、設定年分のඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定に上場株式等の受
入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。

６ 当社は、当該変更届出書を受理したときにඇ課税口座に設定年に係るඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ
投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定がطに設けられている場合には当該ඇ課税管理勘定、ྦྷੵ投資勘定、特定ྦྷੵ
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投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別ા置法第 37 条の 14 第５項第̕号に規定する「勘
定廃止通知書」を交付します。

第2条の 2（ඇ՝੫口座の։ઃにͭいͯ）
当社がお客様から「ඇ課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日にྦྷੵ

投資勘定又は特定ྦྷੵ投資勘定をඇ課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務ॺから当社にお客
様のඇ課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受
け付けないことといたします。ただし、当社がお客様から「ඇ課税口座開設届出書（؆қ開設）」の提出を受けた場
合には、上ड़の注文等についての制限を行いません。

第2条の 3（ඇ՝੫口座։ઃޙにॏෳ口座で͋る͜ͱが໌した場合の取ѻい）
お客様が当社に対してඇ課税口座開設届出書の提出をし、当社においてඇ課税口座の開設をした後に、当該ඇ課

税口座が重ෳ口座であることが判明し、当該ඇ課税口座が租税特別ા置法第 37 条の 14 第 12 項の規定によりඇ課
税口座に該当しないこととなった場合、当該ඇ課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設
のときから一ൠ口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当社においてやかに特定口座への移管
を行うことといたします。

第3条（ඇ՝੫管理צఆのઃఆ）
１ ඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるためのඇ課税管理勘定（この契約に基づき当該口座に記載若しく

は記録又は保管の委託がされる上場株式等（租税特別ા置法第 37 条の 14 第１項第１号に規定する上場株式等
をいいます。以下同じ。）につきŊ 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録
と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年（ྦྷੵ投資勘定が設けられる年を除きます。以
下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。）に設けられるものをいいますŇ 以下同じ。）は勘定
設定期間内の各年においてのみ設けられます。

２ 前項のඇ課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日（「ඇ課税口座開設届出書」が年の中途におい
て提出された場合における当該提出された日のଐする年にあっては、その提出の日）において設けられ、「ඇ課
税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務ॺから当社にお客様のඇ課税口座
の開設又はඇ課税口座へのඇ課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日（ඇ課税管理勘定を設定しよう
とする年の１月１日前に提供があった場合には、同日）において設けられます。

第̏条の̎（ྦྷੵצࢿఆのઃఆ）
１ ඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるためのྦྷੵ投資勘定（この契約に基づき当該口座に記載若しくは

記録又は保管の委託がされる上場株式等につきŊ 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引
に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年（ඇ課税管理勘定又は特定ྦྷੵ投
資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。）に設けられ
るものをいいますŇ 以下同じ。）は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

２ 前項のྦྷੵ投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日（「ඇ課税口座開設届出書」が年の中途において
提出された場合における当該提出された日のଐする年にあっては、その提出の日）において設けられ、「ඇ課税
口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務ॺから当社にお客様のඇ課税口座の
開設又はඇ課税口座へのྦྷੵ投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日（ྦྷੵ投資勘定を設定しようとする
年の１月１日前に提供があった場合には、同日）において設けられます。

第̏条の̏（ಛఆྦྷੵצࢿఆのઃఆ）
１ ඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるための特定ྦྷੵ投資勘定（この契約に基づき当該口座に記載若し

くは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の
取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年から 2028 年までの各年（ྦྷੵ投資勘定が設けられ
る年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。）に設けられるものをいいます。
以下同じ。）は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

２ 前項の特定ྦྷੵ投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日（ඇ課税口座開設届出書が年の中途におい
て提出された場合における当該提出された日のଐする年にあっては、その提出の日）において設けられ、「ඇ課
税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務ॺから当社にお客様のඇ課税口座
の開設又はඇ課税口座への特定ྦྷੵ投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日（特定ྦྷੵ投資勘定を設定し
ようとする年の１月 1 日前に提供があった場合には、同日）において設けられます。

第̏条の̐（ಛఆඇ՝੫管理צఆのઃఆ）
ඇ課税口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるための特定ඇ課税管理勘定（この契約に基づき当該口座に記載若

しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の
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取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。）は第３条の３の特定ྦྷੵ投資勘定と同時に設
けられます。

第4条（ඇ՝੫管理צఆ、ྦྷੵצࢿఆ、ಛఆྦྷੵצࢿఆ及びಛఆඇ՝੫管理צఆに͓͚る処理）
１ ඇ課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託は、ඇ課税

口座に設けられたඇ課税管理勘定において処理いたします。
２ ඇ課税ྦྷੵ投資契約に基づいた上場株式等の振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託は、ඇ課税口座に

設けられたྦྷੵ投資勘定において処理いたします。
３ 特定ඇ課税ྦྷੵ投資契約に基づいた上場株式等の振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託は、ඇ課税口

座に設けられた特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定において処理いたします。

第5条（ඇ՝੫管理צఆに受͚ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
当社は、お客様のඇ課税口座に設けられたඇ課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等（当該ඇ課税口座

が開設されている当社の営業所に係る振替口座に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされ
るものに限り租税特別ા置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等
に係る上場株式等を除きます。）のみを受け入れます。

①次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 2 項に基づきඇ課税管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月
31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の
代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受
け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額が 120 ສ円（②により受
け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額を）を超え
ないもの
イ ඇ課税管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月 31日までの間に当社への買付けの委託（当該買

付けの委託のഔհ、取次ぎ又は代理を含みますŇ）により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式
等又は当社が行う上場株式等の募集（金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するも
のに限ります。）により取得をした上場株式等で、その取得後直ちにඇ課税口座に受け入れられるもの

ロ 他年分ඇ課税管理勘定（当該ඇ課税管理勘定を設けたඇ課税口座に係る他の年分のඇ課税管理勘定又は当該
ඇ課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座（租税特別ા置法第 37 条の14 の２
第５項第１号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。）に設けられた未成年者ඇ課税管理勘定（同項
第３号に規定するඇ課税管理勘定をいいます。以下同じ。）をいいます。以下、この条において同じ。）から租
税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等（②に掲げるものを
除きます。）

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、
他年分ඇ課税管理勘定から当該他年分ඇ課税管理勘定が設けられた日のଐする年の１月１日から５年を経ա
した日に、同日に設けられるඇ課税管理勘定に移管がされる上場株式等

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等

第̑条の̎（ྦྷੵצࢿఆに受͚ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
当社は、お客様のඇ課税口座に設けられたྦྷੵ投資勘定においては、お客様が当社と締結したྦྷੵ投資契約に基

づいて取得した次に掲げる上場株式等（租税特別ા置法第 37 条の 14 第１項第２号イ及びロに掲げる上場株式等の
うち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成がଅਐされるものとして、当該上場株式等（公社債投
資信託以外の証券投資信託）に係る委託者指ਤܕ投資信託約款（外国投資信託の場合には、委託者指ਤܕ投資信託
約款に類する書類）において租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内ֳ総理大ਉ
が財務大ਉと協議して定める要件を満たすもの（以下、「ྦྷੵ投資上場株式等」といいます。）に限ります。）のみを
受け入れます。

①第３条の２第２項に基づきྦྷੵ投資勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月 31日までの間に受け入れ
た上場株式等の取得対価の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得
をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が 40 ສ円を超えないもの

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 23 項により読み替えて準用する同条第 10 項第１号の規定に基づき、
他年分特定ྦྷੵ投資勘定（当該ྦྷੵ投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定ྦྷੵ投資勘定をいいます。）
から当該他年分特定ྦྷੵ投資勘定が設けられた日のଐする年の１月１日から５年を経աした日に、同日に設
けられるྦྷੵ投資勘定に移管がされる上場株式等

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第１号、第４号及び第 11 号に
規定する上場株式等

第̑条の̏（ಛఆྦྷੵצࢿఆに受͚ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
当社は、お客様のඇ課税口座に設けられた特定ྦྷੵ投資勘定においては、お客様が当社と締結したྦྷੵ投資契約

に基づいて取得した次に掲げるྦྷੵ投資上場株式等のみを受け入れます。
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①第３条の３第２項に基づき特定ྦྷੵ投資勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月 31日までの間に受け
入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得
をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が 20 ສ円（第５条の３第１項第２号に
掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から120 ສ円を控除した
金額が̌を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額）を超えないもの

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 28 項において準用する同条第 12 項第１号、第４号及び第 11 号に
規定する上場株式等

第̑条の̐（ಛఆඇ՝੫管理צఆに受͚ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
１ 当社は、お客様のඇ課税口座に設けられた特定ඇ課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等（「当該ඇ課

税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の
委託がされるものに限ります。」）のみを受け入れます。

①次に掲げる上場株式等で、第３条の３に基づき特定ඇ課税管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月
31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、
払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式
等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額が 102 ສ円（②に掲げる上場株式等があ
る場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額）を超えないもの
イ 特定ඇ課税管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月 31日までの間に当社への買付けの委託（当該

買付けの委託のഔհ、取次ぎ又は代理を含みます。）により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株
式等又は当社が行う上場株式等の募集（金融商品取引法第２条第３項に規定する有価証券の募集に該当するも
のに限ります。）により取得をした上場株式等で、その取得後直ちにඇ課税口座に受け入れられるもの

ロ 当該特定ඇ課税管理勘定を設けたඇ課税口座に係る他の年分のඇ課税管理勘定、特定ඇ課税管理勘定又は
当該ඇ課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者ඇ課税管
理勘定若しくは租税特別ા置法第 37 条の14 の２第５項第４号に規定する継続管理勘定から租税特別ા置
法第 25 条の13 第 29 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等（②に掲げるものを除きます。）

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 30 項により読み替えて準用する同条第 29 項各号（同項第１号、第
３号及び第４号に係る部分に限る。）の規定に基づき、他年分ඇ課税管理勘定（特定ඇ課税管理勘定を設けた
ඇ課税口座に係る他の年分のඇ課税管理勘定又は当該ඇ課税口座が開設されている当社の営業所に開設され
た未成年者口座に設けられた未成年者ඇ課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。）から、当該他年分
ඇ課税管理勘定が設けられた日のଐする年の１月１日から５年が経աした日（当該他年分ඇ課税管理勘定が
継続管理勘定である場合には、お客様がその年１月１日において 18 である年の前年ࡀ 12 月 31 日のཌ日）
に移管がされる上場株式等

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
２ 特定ඇ課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれͧれ次の①又は②及び③に定める上場株式等を受け入れるこ

とができません。
① ②以外のお客様　
　第１項第１号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの

イ 特定ඇ課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前６カ月以内にその者のその年分の特定ྦྷੵ
投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの

ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に
基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘
柄として指定されているもの

ϋ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第２条第 14 項に規
定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第４条第１項に規定する委託者指ਤܕ投資信託
約款（外国投資信託である場合には、当該委託者指ਤܕ投資信託約款に類する書類）、同法第 67 条第１項
に規定する規約（外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類）又は信託法第３条第
１号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の５第１項に規定するデリバςΟϒ取引に係る権利に対す
る投資（租税特別ા置法第 25 条の13 第 15 項第２号に規定する目的によるものを除きます。）としてӡ用を
行うこととされていることその他の内ֳ総理大ਉが財務大ਉと協議して定める事項が定められているもの

②お客様が租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 25 項第４号ロに規定する特定個人（次に掲げるいずれかの
要件を満たすお客様をいいます。）に該当する場合に、当社に対して「特定ྦྷੵ投資上場株式等受入選不適
用届出書」の提出をしたお客様（不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定ྦྷੵ投資上場株式
等受入選申出書」を提出されたお客様を除きます。）

　第１項第１号イに掲げる上場株式等のうち、株式（投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除
きます。）以外のもの

③第１項第１号ロ又は第２号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第２項第１号ロ及び
ϋに掲げる上場株式等に該当するもの
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第6条（ৡ渡の方法）
１ ඇ課税管理勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等のৡ渡は当社

への売委託による方法Ŋ 当社に対してৡ渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第１
項の規定に基づいて行う同項に規定する単ݩ未満株式のৡ渡についてŊ 同項に規定する請求を当社の営業所を経
由して行う方法又は租税特別ા置法第 37 条の 10 第３項第４号又は第 37 条の 11 第４項第１号若しくは第２
号に規定する事由による上場株式等のৡ渡についてŊ 当該ৡ渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営
業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

２ ྦྷੵ投資勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等のৡ渡は当社へ
の売委託による方法、当社に対してৡ渡する方法並びに租税特別ા置法第 37 条の 11 第４項第１号に規定する
事由による上場株式等のৡ渡について、当該ৡ渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由し
て行われる方法のいずれかの方法により行います。

３ 特定ྦྷੵ投資勘定又は特定ඇ課税管理勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされてい
る上場株式等のৡ渡は当社への売委託による方法、当社に対してৡ渡する方法、上場株式等を発行した法人に対
して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単ݩ未満株式のৡ渡について、同項に規定す
る請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別ા置法第 37 条の 10 第 3 項第４号又は第 37 条の 11
第 4 項第１号若しくは第２号に規定する事由による上場株式等のৡ渡について、当該ৡ渡にかかる金銭及び金
銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

第7条（ඇ՝੫口座上場株ࣜ等の払出しに関する通知）
１ 租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項各号に掲げる事由により、ඇ課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一

部の払出し（振替によるものを含むものとし、第５条第１号ロ及び第２号に規定する移管に係るもの、租税特別
ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除き
ます。）があった場合（同項各号に規定する事由により取得する上場株式等でඇ課税管理勘定に受け入れなかっ
たものであって、ඇ課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該ඇ課税管理勘定が設けられたඇ課税口座から他の保
管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）にはŊ 当社は、お客様（相続又はҨ
ଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続又は
Ҩଃにより当該口座に係るඇ課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対しŊ当該払出しのあっ
た上場株式等の租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項に規定する払出し時の金額及び数Ŋ その払出しに係る同項
各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理৫を使用する方法その他の情報通信のٕ
ज़を利用する方法により通知いたします。

２ 租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項各号に掲げる事由により、ྦྷੵ投資勘定からの上場株式等の全部又は一部
の払出し（振替によるものを含むものとし、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同
条第 12 項第１号、第４号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きま
す。）があった場合（同項第１号、第４号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等でྦྷੵ投資勘
定に受け入れなかったものであって、ྦྷੵ投資勘定に受け入れた後直ちに当該ྦྷੵ投資勘定が設けられたඇ課税
口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）にはŊ 当社は、お客
様（相続又はҨଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ与を含みます。）による払出しがあった場合には、
当該相続又はҨଃにより当該口座に係るඇ課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対しŊ 当
該払出しがあった上場株式等の租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項に規定する払出し時の金額及び数Ŋ その払
出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理৫を使用する方法その他
の情報通信のٕज़を利用する方法により通知いたします。

３ 租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項各号に掲げる事由により、特定ྦྷੵ投資勘定からの上場株式等の全部又は
一部の払出し（振替によるものを含むものとし、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 28 項において準用す
る同条第 12 項第１号、第４号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除
きます。）があった場合（同項第１号、第４号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定ྦྷ
ੵ投資勘定に受け入れなかったものであって、特定ྦྷੵ投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定ྦྷੵ投資勘定が
設けられたඇ課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）に
はŊ 当社は、お客様（相続又はҨଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ与を含みます。）による払出し
があった場合には、当該相続又はҨଃにより当該口座に係るඇ課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得
した者）に対しŊ 当該払出しがあった上場株式等の租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項に規定する払出し時の
金額及び数Ŋ その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理৫を
使用する方法その他の情報通信のٕज़を利用する方法により通知いたします。

４ 租税特別ા置法第 37 条の 14 第４項各号に掲げる事由により、特定ඇ課税管理勘定からの上場株式等の全部又
は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、第５条の３第１項第１号ロ及び第２号に規定する移管に係る
もの、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第
12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。）があった場合（同項各号
に規定する事由により取得する上場株式等で特定ඇ課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定ඇ課税
管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定ඇ課税管理勘定が設けられたඇ課税口座から他の保管口座への移管によ
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る払出しがあったものとみなされるものを含みます。）にはŊ 当社は、お客様（相続又はҨଃ（ଃ与をした者の
により効力を生ずるଃ与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続又はҨଃにより当該口座ࢮ
に係るඇ課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対しŊ 当該払出しがあった上場株式等の租
税特別ા置法第 37 条の 14 第４項に規定する払出し時の金額及び数Ŋ その払出しに係る同項各号に掲げる事由
及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理৫を使用する方法その他の情報通信のٕज़を利用する方法
により通知いたします。

第8条（ඇ՝੫管理צఆऴྃ時の取ѻい）
１ 本約款に基づきඇ課税口座に設定したඇ課税管理勘定は当該ඇ課税管理勘定を設けた日から同日のଐする年の１

月１日以߱５年を経աする日にऴྃいたします（第２条第６項又は租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の２第
３項の規定により廃止したඇ課税管理勘定を除きます。）。

２ 前項のऴྃ時で、ඇ課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとこ
ろにより取扱うものとします。
①お客様からඇ課税管理勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して第５条第 1 項第２号の移管を行

う旨その他必要事項を記載した「ඇ課税口座内上場株式等移管ґཔ書」の提出があった場合
　ඇ課税口座に新たに設けられるඇ課税管理勘定又は特定ඇ課税管理勘定への移管
②お客様からඇ課税管理勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条

の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合
 一ൠ口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合
 特定口座への移管

第̔条の̎（ྦྷੵצࢿఆऴྃ時の取ѻい）
１ 本約款に基づきඇ課税口座に設定したྦྷੵ投資勘定は当該ྦྷੵ投資勘定を設けた日から同日のଐする年の１月１

日以߱ 20 年を経աする日にऴྃいたします（第２条第６項又は租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の２第３
項の規定により廃止したྦྷੵ投資勘定を除きます。）。

２ 前項のऴྃ時で、ྦྷੵ投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところ
により取扱うものとします。
①お客様からྦྷੵ投資勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の

13 第̔項第２号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合
　一ൠ口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合
　特定口座への移管

第̔条の3（ಛఆྦྷੵצࢿఆऴྃ時の取ѻい）
１ 本約款に基づきඇ課税口座に設定した特定ྦྷੵ投資勘定は当該特定ྦྷੵ投資勘定を設けた日から同日のଐする年

の１月１日以߱５年を経աする日にऴྃいたします（第２条第６項又は租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の
２第３項の規定により廃止した特定ྦྷੵ投資勘定を除きます。）。

２ 前項のऴྃ時で、特定ྦྷੵ投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めると
ころにより取扱うものとします。
①お客様から特定ྦྷੵ投資勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して第５条の 2 第１項第２号の移

管を行う旨その他必要事項を記載した「ඇ課税口座内上場株式等移管ґཔ書」の提出があった場合
　ඇ課税口座に新たに設けられるྦྷੵ投資勘定への移管
②お客様から特定ྦྷੵ投資勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して租税特別ા置法ࢪ行令第 25

条の 13 第 26 項において準用する租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第̔項第２号に規定する書類の提出が
あった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合

　一ൠ口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合
 特定口座への移管

第̔条の4（ಛఆඇ՝੫管理צఆऴྃ時の取ѻい）
１ 本約款に基づきඇ課税口座に設定した特定ඇ課税管理勘定は当該特定ඇ課税管理勘定を設けた日から同日のଐ

する年の１月１日以߱５年を経աする日にऴྃいたします（第２条第６項又は租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の
13 の２第３項の規定により廃止した特定ඇ課税管理勘定を除きます。）。

２ 前項のऴྃ時で、特定ඇ課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める



…  53  …

ところにより取扱うものとします。
①お客様からඇ課税管理勘定のऴྃする年の当社が定める日までに当社に対して租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条

の13第26項において準用する租税特別ા置法ࢪ行令第25条の13第̔項第２号に規定する書類の提出があっ
た場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合

　一ൠ口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合
　特定口座への移管

第̕条（ྦྷੵצࢿఆΛઃఆした場合のॴࡏ地֬ೝ）
１ 当社は、お客様から提出を受けた第２条第１項の「ඇ課税口座開設届出書」（「ඇ課税口座開設届出書」の提出後

に氏名又は住所の変更に係る「ඇ課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「ඇ課税口座異動届出書」
をいいます。）に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号
に定める事項と同じであることを、基準経ա日（お客様が初めてඇ課税口座にྦྷੵ投資勘定を設けた日から 10
年を経աした日及び同日のཌ日以後５年を経աした日ごとの日をいいます。）から１年を経աする日までの間（以
下「確認期間」といいます。）に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番
号の変更に係る「ඇ課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
①当社がお客様から租税特別ા置法ࢪ行規則第 18 条の 12 第４項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様

の租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 第̔項第２号に規定する特定ॺ名用電子証明書等の送信を受け、当該
基準経ա日における氏名及び住所の告知を受けた場合

　当該住所等確認書類又は特定ॺ名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経ա日における氏名及び住
所

②当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経ա日における氏名及び住所を記載して、
当社に対して提出した場合

　お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
２ 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経ա日における氏名及び住所が確認できなかった場合（第１項

ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。）には、当該確認期間のऴྃの日のཌ日以後、お客様のඇ課税
口座に係るྦྷੵ投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号の
いずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に
係る「ඇ課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではあ
りません。

第10条（ඇ՝੫管理צఆ、ྦྷੵצࢿఆͱಛఆྦྷੵצࢿఆ（ಛఆඇ՝੫管理צఆ）の変更खଓき）
１ お客様が、当社に開設したඇ課税口座にその年のཌ年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しよ

うとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「ඇ課税口座異動届出書」を提出してい
ただく必要があります。

２ お客様が、当社に開設したඇ課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の
当社が定める日までに、当社に対して「ඇ課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。

３ 2024 年１月１日以後、お客様が当社に開設したඇ課税口座（当該口座に 2023 年分のඇ課税管理勘定が設定さ
れている場合に限ります。）にྦྷੵ投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「ඇ課税口座異
動届出書」を提出していただく必要があります。

第11条（ඇ՝੫口座取引で͋る旨の໌示）
１ お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は

当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等をඇ課税口座に受け入れようとする場合には、当該取
得に係る注文等を行う際に当社に対してඇ課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要がありま
す。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一ൠ口座による取引とさせていただきます（特定
口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。）。ただし、Ξηット・ΞΫηϧ契約に
基づく買付の場合、当年の̨̣̞̖༨༟額（未利用金額）があれ༏先的に利用します。

２ お客様がඇ課税口座及びඇ課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、ඇ課税口
座で保有している上場株式等をৡ渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。

 なお、お客様から、当社のඇ課税口座で保有している上場株式等をৡ渡する場合には、先に取得したものからৡ
渡することとさせていただきます。

第12条（契約の解除）�
次の各号に該当したときは、それͧれに掲げる日にこの契約は解除されます。
①お客様から租税特別ા置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「ඇ課税口座廃止届出書」の提出があった場合　　
　当該提出日
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②租税特別ા置法第 37 条の 14 第 22 項第２号に定める「出国届出書」の提出があった場合
　出国日
③お客様が出国により居住者又はٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者に該当しないこととなった場合
　租税特別ા置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「ඇ課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ

た日
　出国日
④お客様の相続人・受Ҩ者による相続 ŋ Ҩଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ与を含みますŇ）の手続きが

行令第ࢪし、租税特別ા置法ྃ 25 条の13 の 5 に定める「ඇ課税口座開設者ࢮ届出書」の提出があった場合　
　当該ඇ課税口座開設者がࢮした日
⑤総合取引約款第 58 条の解約事由に該当し、証券総合口座の全部が解約された場合
　当該解約日

第13条（合意管轄）
この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中か

ら、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第14条（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に

基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生
時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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ະऀ口座及び՝੫ະऀ口座։ઃにؔ Δ͢約款

第 1 章　総則
第1条�（約款の趣旨）
１ この約款は、租税特別ા置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座及び同項第 5 号に規定

する課税未成年者口座を開設する者（以下、「お客様」といいます。）が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者
口座内のগ額上場株式等に係る配当所得のඇ課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内のগ額
上場株式等に係るৡ渡所得等のඇ課税（以下、「未成年者口座に係るඇ課税の特ྫ」といいます。）の適用を受け
るために、̢̥̬日本証券株式会社（以下、「当社」といいます。）に開設された未成年者口座及び課税未成年者
口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を
明確にするための取決めです。

２ 当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別ા置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成
年者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」（以下、྆者を合わせて「本契約」
といいます。）を締結します。

３ お客様と当社との間における、各αーϏε、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場
合を除き、取引約款・規定集その他の当社が定める契約条項及び租税特別ા置法その他の法令によります。

第 2 章　ະऀ口座のཧ
第2条�（未者口座։ઃ届出書等の提出）
１ お客様が未成年者口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるためにはŊ 当該ඇ課税の特ྫの適用を受けようとする

年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別ા置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号及び同条第 12 項
に基づき「未成年者ඇ課税適用確認書の交付申請書݉未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出
書」及び「未成年者ඇ課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対
して同法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定するॺ名用電子証明書等を送信し、又は租税特別ા置法ࢪ行規則第
18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、
住所及び個人番号（お客様が租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の̔第 20 項により読み替えて準用する同令
第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、租税特別ા置法その
他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基Ҽとなっ
た未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日のଐする年分のඇ課税管理勘定にطに上場株式等を受け
入れているときは、当該廃止した日から同日のଐする年の 9 月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知
書がఴ付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。

　 なお、当社では別途税務ॺより交付を受けた「未成年者ඇ課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
２ 当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者ඇ課税適

用確認書の交付申請書 ݉ 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはでき
ません。

３ お客様が未成年者口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けることをやめる場合にはŊ 租税特別ા置法第 37 条の
14 の 2 第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。

４ お客様がその年の 3 月 31 日において である年（以下、「基準年」といいます。）の前年ࡀ 18 12 月 31 日又は
2024 年１月１日のいずれかૣい日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租
税特別ા置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなさ
れた場合（災害、࣬ පその他の租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由（以
下、「災害等事由」といいます。）による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しく
は記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについ
て行うもの（以下、「災害等による返還等」といいます。）が生じた場合を除きます。）には、未成年者口座を設
定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様がඇ課税で受領した配当等及びৡ渡所得等に
ついて課税されます。

５ 当社が「未成年者口座廃止届出書」（お客様がその年 1 月 1 日において である年のࡀ 19 9 月 30 日又は 2023
年̕月 30 日のいずれかૣい日までに提出がされたものに限り、お客様が 1 月 1 日において である年にࡀ 19
提出され、かつ、その提出の日のଐする年分のඇ課税管理勘定にطに上場株式等の受入れをしていた場合の「未
成年者口座廃止届出書」を除きます。）の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別ા置法第 37 条の 14 
の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。

第3条�（ඇ՝੫管理צఆ及びܧଓ管理צఆのઃఆ）
１ 未成年者口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるためのඇ課税管理勘定（この約款に基づき振替口座への記載

若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等（租税特別ા置法第 37 条の 14 第１項各号に規定する上場株
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式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第１項を除き、以下同じ。）（以下、「未
成年者口座内上場株式等」といいます。）につきŊ 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引
に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。）は、2016 年から 2023 年までの各年（お客
様がその年の 1 月 1 日において 20 ࡀ未満である年及び出生した日のଐする年に限ります。）の 1 月 1 日に設け
られます。

２ 前項のඇ課税管理勘定は、「未成年者ඇ課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出
された日のଐする年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場
合にあっては、所轄税務ॺから当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日（ඇ課税
管理勘定を設定しようとする年の１月１日前に提供があった場合には、同日）において設けられます。

３ 未成年者口座に係るඇ課税の特ྫの適用を受けるための継続管理勘定（この約款に基づき振替口座への記載
若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につきŊ 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録
を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。）は、2024 年から 2028 年までの
各年（お客様がその年の 1 月 1 日において 20 未満である年に限ります。）のࡀ 1 月 1 日に設けられます。

第4条�（ඇ՝੫管理צఆ及びܧଓ管理צఆに͓͚る処理）
未成年者口座における上場株式等の振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録

又は保管の委託に係る口座に設けられたඇ課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。

第5条�（未者口座に受͚ೖΕる上場株ࣜ等のൣғ）
１ 当社は、お客様の未成年者口座に設けられたඇ課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等（租税特別ા置

法第 29 条の２第１項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を
除きます。）のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、ඇ課税管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の12 月 31日までの間（以下、「受

入期間」といいます。）に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価
の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた
上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額が 80 ສ円（②により受け入れた上場
株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額）を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託（当該買付けの委託のഔհ、取次ぎ又は代理を含みますŇ）により取得

をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集（金融商品取引法第
２条第３項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。）により取得をした上場株式等で、その
取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの

ロ ඇ課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分のඇ課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、
お客様が当社に対し、租税特別ા置法ࢪ行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者
口座内上場株式等移管ґཔ書」の提出をして移管がされる上場株式等（②に掲げるものを除きます。）

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年
分のඇ課税管理勘定から、当該他の年分のඇ課税管理勘定が設けられた日のଐする年の１月１日から５年を経աす
る日（以下「５年経ա日」といいます。）のཌ日に設けられるඇ課税管理勘定に移管がされる上場株式等（この場合、
５年経ա日のଐする年の当社が定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管ґཔ書」を提出してください。）

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の13 の̔第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の13 第 12 項各
号に規定する上場株式等

２ 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日のଐする年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管

理勘定を設けた口座に係るඇ課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第１号
ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管ґཔ書」を提出して移管がされる上場株式等（②に掲げるもの
を除きます。）で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 ສ円（②により受け入れた上場株式等がある
ときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額）を超えないもの

②租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の̔第４項により読み替えて準用する同条第３項の規定に基づき、お客
様の未成年者口座に設けられたඇ課税管理勘定から、当該ඇ課税管理勘定に係る５年経ա日のཌ日に設けられ
る継続管理勘定に移管がされる上場株式等（この場合、５年経ա日のଐする年の当社が定める日までに「未成
年者口座内上場株式等移管ґཔ書」を提出してください。）

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の̔第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12
項各号に規定する上場株式等

第6条�（ৡ渡の方法）
ඇ課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株

式等のৡ渡は、当社への売委託による方法Ŋ 当社に対してৡ渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社
法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する単ݩ未満株式のৡ渡について同項に規定する請求を当社の
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営業所を経由して行う方法（当該ৡ渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるも
のに限ります。）又は租税特別ા置法第 37 条の 10 第３項第４号又は同法第 37 条の 11 第４項第１号若しくは第２
号に規定する事由による上場株式等のৡ渡について、当該ৡ渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業
所を経由して行われる方法により行うこととします。

第7条�（՝੫未者口座等のҠ管）
１ 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。

①ඇ課税管理勘定に係る５年経ա日において有する当該ඇ課税管理勘定に係る上場株式等（第５条第１項第１号ロ
若しくは第２号又は同条第２項第１号若しくは第２号の移管がされるものを除く）

　次に掲げる場合の区分に応じそれͧれ次に定める移管
イ  ５年経ա日のଐする年のཌ年３月 31 日においてお客様が 18 未満である場合ࡀ
　当該５年経ա日のཌ日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合　
 当該 5 年経ա日のཌ日に行う他の保管口座への移管

②お客様がその年の 1 月 1 日において 20 である年の前年ࡀ 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場
株式等　

　同日のཌ日に行う他の保管口座への移管
２ 前項第１号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第１号ロ及び第２号に規定する他の保管口座への

移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
①お客様が租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13 の̔第５項第２号、第６項第２号若しくは第７項において準用す

る同号に規定する書面を５年経ա日のଐする年の当社が定める日までに提出した場合又は当社に特定口座（租税
特別ા置法第 37 条の 11 の３第３項第１号に規定する特定口座をいい、前項第１号イの場合には、課税未成年
者口座を構成する特定口座に限ります。）を開設していない場合

　一ൠ口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合
　特定口座（前項１号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。）への移管

第8条�（ඇ՝੫管理צఆ及びܧଓ管理צఆの管理）
ඇ課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月

31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられたඇ課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の

金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものと
して租税特別ા置法ࢪ行規則第 18 条の 15 の 10 第̔項に定める事由（以下、「上場等廃止事由」といいます。）
による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管
口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有
価証券のお客様への返還を行わないこと

②当該上場株式等の第６条に規定する方法以外の方法によるৡ渡（租税特別ા置法第 37 条の 11 の２第２項に規
定するৡ渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第２号において同じ。）で次に掲げるৡ渡以外のも
の（当該ৡ渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。）
又はଃ与をしないこと
イ 租税特別ા置法第 37 条の 10 第３項第１号から第３号まで、第６号又は第７号に規定する事由によるৡ渡
ロ 租税特別ા置法第 37 条の11第 4 項第 1号に規定する投資信託のऴ （ྃ同号に規定する信託の併合に係るもの

に限ります。）によるৡ渡
ϋ 租税特別ા置法第 37 条の12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げるৡ渡
χ 租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権のৡ渡
ϗ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、

同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された
新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議（これらの号に定める請求権
の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。）によるৡ渡

③当該上場株式等のৡ渡の対価（その額が租税特別ા置法第 37 条の 11 第 3 項又は第 4 項の規定によりこれらの
規定に規定する上場株式等に係るৡ渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。）又は
当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産（上場株式等に係る同法第 9 条の 8 に規定
する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げるৡ渡の対価とし
て交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「ৡ渡対価
の金銭等」といいます。）は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
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第9条�（未者口座及び՝੫未者口座の廃止）
第 7 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これら

の事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。

第10条�（未者口座上場株ࣜ等の払出しに関する通知）
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、特定

口座以外の口座（租税特別ા置法第 37 条の 14 第５項第１号に規定するඇ課税口座を除きます。）への移管に係る
ものに限ります。）があった場合には、当社は、お客様（相続又はҨଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ
与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続又はҨଃにより当該未成年者口座に係る未成年者口座内
上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時
の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他ߟࢀとなるべき事項を通知いたします。

第11条�（出国時の取ѻい）
１ お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又はٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者に該当しな

いこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 13
の̔第 12 項第２号に規定する出国移管ґཔ書の提出をしてください。

２ 当社が、出国移管ґཔ書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口
座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。

３ 当社が、出国移管ґཔ書の提出を受けた場合には、お客様が帰国（租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 10 の５
第２項第２号に規定する帰国をいいます。以下同じ。）をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時
までの間は、当該未成年者口座に係るඇ課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。

第̏章　՝੫ະऀ口座のཧ
第12条�（՝੫未者口座のઃఆ）

課税未成年者口座（お客様が当社に開設している特定口座若しくは預金口座、ஷ金口座若しくはお客様から預託
を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、２以上の特定口座が含まれず、この約款
に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。）は、未成年者口座と同時に設けられ
ます。

第13条�（՝੫管理צఆに͓͚る処理）
課税未成年者口座における上場株式等（租税特別ા置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。

以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。）の振替口座への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は
金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載
若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定（この約款に基づ
き振替口座への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭
その他の資産につきŊ 当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引
に関する記録と区分して行うための勘定をいいますŇ 以下同じ。）において処理いたします。

第14条�（ৡ渡の方法）
課税管理勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等のৡ渡は、租税

特別ા置法第 37 条の 11 の３第３項第２号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法Ŋ当社に対してする方法、
上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する単ݩ未満株式のৡ
渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法（当該ৡ渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交
付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。）又は租税特別ા置法第 37 条の 10 第３項第４号又は同法
第 37 条の 11 第４項第１号若しくは第２号に規定する事由による上場株式等のৡ渡について、当該ৡ渡に係る金銭
及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。

第15条�（՝੫管理צఆでの管理）
課税管理勘定において振替口座への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係るৡ渡対価

の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。

第16条�（՝੫管理צఆの金銭等の管理）
課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又

は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
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①災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該
上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への
返還を行わないこと

②当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法によるৡ渡で次に掲げるৡ渡以外のもの（当該ৡ渡の対価
に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。）又はଃ与をしないこと
イ 租税特別ા置法第 37 条の10 第３項第１号から第３号まで、第６号又は第７号に規定する事由によるৡ渡
ロ 租税特別ા置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託のऴྃ（同号に規定する信託の併合に係る

ものに限ります。）によるৡ渡
ϋ 租税特別ા置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げるৡ渡
χ 租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権のৡ渡
ϗ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、

同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された
新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議（これらの号に定める請求権
の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。）によるৡ渡

③課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする
払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その
他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと

第17条�（未者口座及び՝੫未者口座の廃止）
第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合に

は、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口
座を廃止いたします。

第18条�（ॏෳしͯ։ઃ͞Εͯいる՝੫未者口座Λߏするಛఆ口座以外のಛఆ口座が͋る場合）
１ お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の１月１日において、当社に重ෳ

して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税
未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。

２ 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされている
上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されて
いる当該特定口座以外の特定口座に移管します。

第19条�（出国時の取ѻい）
お客様が出国移管ґཔ書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第３章（第 14 条

及び第 18 条を除く）の適用があるものとして取り扱います。

第̐章　口座のೖ出ۚ
第20条�（՝੫未者口座のೖ出金処理）
１ お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰ଐする資金により行うこととし、入金は次

に定める方法によることといたします。
①お客様名義の預ஷ金口座からの入金
②お客様名義の当社証券口座からの入金

２ お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管 （以下この条において「出金等」といい
ます。）を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客様名義の預ஷ金口座への出金
②お客様名義の証券口座への移管

３ 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
４ お客様の法定代理人が第２項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨

を確認することとします。
５ 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用い

られることを確認することとします。
６ お客様本人が第２項第２号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意（同意書の提出を含む）

が必要となります。
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第 � 章　ཧਓにΑΔ取引のಧ出
第21条�（代理人による取引の届出）
１ お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対し

て、代理人の届出を行っていただく必要があります。
２ お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の

届出を行っていただく必要があります。
３ お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が

20 に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場ࡀ
合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

４ お客様の法定代理人以外の者が第１項の代理人となる場合には、第１項の届出の際に、当該代理人が未成年者
口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出
していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の２等内の者に限ることとします。

５ お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合におい
て、お客様が 20 に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようࡀ
とする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

第22条�（法ఆ代理人の変更）
お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。

第 � 章　ͦのଞの௨則
第23条�（取引残高の通知）

お客様が 15 に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通ࡀ
知いたします。
第24条�（未者口座取引又は՝੫未者口座取引で͋る旨の໌示）
１ お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等（未成年者口座への受入れである場合

には、第３条第１項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 13 条に規定
する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。）、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等
の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取
得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行ってい
ただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一ൠ口座による取引とさせていただきます。

２ お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成
年者口座で保有している上場株式等をৡ渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、
お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものからৡ渡することとさせていただきます。

第25条�（基準以߱のखଓき等）
基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。

第26条�（ඇ՝੫口座のΈなし։ઃ）
１ 2017 年から 2028 年までの各年（その年１月１日においてお客様が 20 である年に限ります。）の１月１日においてࡀ

お客様が当社に未成年者口座を開設している場合（出国等により、居住者又はٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者のいず
れにも該当しないこととなっている場合を除きます。）には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所にお
いて、同日に租税特別ા置法第 37 条の14 第５項第１号に規定するඇ課税口座が開設されます。

２ 前項の場合には、お客様がその年１月１日において 20 である年の同日において、当社に対してඇ課税口座開設届ࡀ
出書（租税特別ા置法第 37 条の14 第５項第１号に規定するඇ課税口座開設届出書をいいます。）が提出されたも
のとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間でඇ課税上場株式等管理契約（同項第２号に規定するඇ課税
上場株式等管理契約をいいます。）又は特定ඇ課税ྦྷੵ投資契約（同項第６号に規定する特定ඇ課税ྦྷੵ投資契約
をいいます。）が締結されたものとみなします。

第27条�（ຊ契約の解除）
次の各号に該当したときは、それͧれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客様又は法定代理人から租税特別ા置法第 37 条の14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提

出があった場合　　
 当該提出日
②租税特別ા置法第 37 条の14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第 6 号ϗに規定

する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
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 租税特別ા置法第 37 条の14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみ
なされた日

③租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の13 の̔第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合
　出国日
④お客様が出国により居住者又はٱ߃的ࢪ設を有するඇ居住者に該当しないこととなった場合（お客様が出国の日の前

日までに第 11条の出国移管ґཔ書を提出して、基準年の１月１日前に出国した場合を除きます。）　
　租税特別ા置法第 37 条の14 の２第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ

た日（出国日）
⑤お客様が出国の日の前日までに第 11条の出国移管ґཔ書を提出して出国したが、その年の１月１日においてお客様

が 20 である年の前年ࡀ 12 月 31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合　
　その年の１月１日においてお客様が 20 である年の前年ࡀ 12 月 31日のཌ日
⑥お客様の相続人・受Ҩ者による相続 ŋ Ҩଃ（ଃ与をした者のࢮにより効力を生ずるଃ与を含みますŇ）の手続きが

行令第ࢪし、租税特別ા置法ྃ 25 条の13 の̔第 20 項で準用する租税特別ા置法ࢪ行令第 25 条の13 の５に
定める「未成年者口座開設者ࢮ届出書」の提出があった場合　

　本契約により未成年者口座を開設されたお客様がࢮした日
⑦総合取引約款第 58 条の解約事由に該当し、証券総合口座の全部が解約された場合
　当該解約日

第28条�（合意管轄）
この約款に関するお客様と当社との間の訴訟についてはŊ 当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中か

ら、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第29条�（約款の変更）
この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基

づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期
が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
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